
本規定は、JLPGAが実施するJLPGAプロテストの実施に関する事項について定めるものである。ただし、本規定に定めの
ない事項については、別途定める申込要項及び実施要項の定めによるものとし、また、申込要項及び実施要項において本
規定と異なる事項を定めたときは、申込要項及び実施要項が優先して適用されるものとする。また本規定、別途定める申
込要項及び実施要項に記載されていない新たな事項が発生した場合、全ての決定権はJLPGAが保有している。

第1条（JLPGAプロテスト）
JLPGAプロテストとは、第1次予選、第2次予選、最終プロテストの総称をいう。

第2条（受験資格）
JLPGAプロテストを受験する資格を有する者は、最終プロテスト開催年度4月1日時点で満17歳以上の女子（出生時）
で、それぞれ次の表に定める各ステージの受験資格要件を満たす者とする。

 

第3条（競技方法）
各ステージの競技方法は、それぞれ次の表に定める通りとする。

69　

JLPGAプロテスト規定

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者（以下「選手」という。）に関し定めた規則であり、選手は以下に定める練習規
則及び選手の心得（以下「本規則」という。）を遵守しなければならない。
トーナメント事業部は、選手が本規則に違反したときは、当該選手に対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定
に従って罰則を科すことができる。

練習規則

1. 選手は、JLPGAトーナメントの各競技の開催期間中の当該開催コースにおける練習（練習ラウンド及びプロアマ
競技は除く。）については、指定練習場（JLPGAトーナメントの各競技において、競技委員会が練習場として指定し
たドライビングレンジ、アプローチ練習場及び練習パッティンググリーンをいう。以下同じ。）以外で行ってはならな
い。また、指定練習場の使用及び練習ラウンドにおいては、定められた練習時間を厳守しなければならない。

2. 指定練習場の使用及び練習ラウンドをすることができる者は、当該競技の出場選手及び現地ウェイティング登録
者とする。

3. 練習ラウンドにおいて、練習ショットは2球までとする。
4. 練習ラウンドにおいて、後続の組が待っているときは、パッティング、アプローチ及びバンカーの練習は禁止とする。
5. 練習ラウンドにおいて、選手は、帯同コーチやプロサービスなど、トーナメント事業部が事前に認めた者を除き、帯

同させることができないものとする。
6. 選手が、練習パッティンググリーンにおいて、使用できるボールは3個までとし、ボールの受け取り行為を禁止する。

ただし、ホールアウト後はキャディーのみボールを受け取ることができる。
7. プロアマ競技において、選手個人の練習ショットは禁止とする。ただし、パッティンググリーン上において、同伴アマ

チュアプレーヤー全員がホールアウトし、後続の組のプレーに影響がない場合に限り、パッティング練習及びアプ
ローチ練習は認めるものとする。

8. コースチェックを希望する選手は、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。ただし、
本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当該競
技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

9. 険悪な気象状況のためにプレーが中断となっている場合、競技委員会から許可があるまでは全ての練習場での
練習を禁止する。

10.  JLPGAツアーの各競技の開催期間中にパッティンググリーンを計測する機器（傾斜、スピード、硬度、水分量など）
でコースのパッティンググリーンを計測することは禁止とする。ただし、練習パッティンググリーンでの使用は認め
るものとする。

選手の心得

1.  選手は、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、模範的プロフェッショナル・ゴルフ選手として振舞わなければ
ならない。

2.  選手は、ゴルフコースにおいて、クラブを投げる、汚い言葉を使う、故意にゴルフコースを傷つける行為など、
スポーツマンシップに違反するような言動をしてはならない。

3.  選手は、自己の健康管理について、十分気をつけた上で競技に参加しなければならない。
4.  JLPGAトーナメントの各競技の最終日に表彰式出席者として掲示又は指名された選手は、表彰式及びフェアウェ

ルパーティーに出席しなければならない。
5.  選手は、出来る限りギャラリーサービスに努めなければならない。また、選手は、悪天候により競技が中止となっ

た場合、主催者からの要請があればギャラリーサービスに協力しなければならない。
6.  JLPGAトーナメントの各競技の優勝者は、待機しているギャラリーから求められたサインサービス等に対して、快

く応じなければならない。応じることができない特段の理由がある場合は、当該優勝者が自らギャラリーにその旨
を説明し、理解を得なければならない。

7.  選手は、報道目的であるメディア、JLPGA及びJLPGAより許可を受けた者より、取材を求められた場合、これに応
じなければならない。

8.  選手は、コンテスタントバッジ、カーパーク等を他の人に譲渡又は貸与してはならない。
9.  選手は、ファミリーバッジを、自己の責任において、自己の家族や近親者に使用させることができるものとし、当該

選手は、ファミリーバッジを使用する者のJLPGAトーナメントの会場における言動について一切の責任を負うも
のとする。また、自身が出場しないJLPGAトーナメントにおいては、ファミリーバッジを使用してはならないものと
する。

10.  選手は、服装、髪型、化粧などに気をつけ、女性ゴルファーらしいみだしなみを心がけなければならない。
11.  選手は、JLPGAトーナメントの会場で、ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア並

びにポケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。
選手が、トレーナーを着る場合は、襟を出すか上着を着なければならない。選手は、ミュール及びサンダルを着用し
てはならず、スニーカーについては、トーナメントの会場がその着用を禁止している場合には、着用してはならない。

12.  選手は、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。ただし入退場時
を含むクラブハウス内においては、上着を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツ
でなくても着用することができる。

13.  選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起させる
と認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タトゥーを
施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。なお、当該選
手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

14.  選手は、前夜祭会場内でジーンズ及びスニーカーの着用をしてはならない。前夜祭会場内でTシャツを着用する
場合は、女性らしいファッション性のあるものか、上着を着用することが望ましい。

15.  選手は、前夜祭会場内及びプロアマ表彰式では、緊急時以外は携帯電話（スマートフォンを含む。）を使用しては
ならない。

16.  プロアマ競技に出場する選手は、同伴アマチュアプレーヤーへのレッスンを、進行を見極めた上で可能な限り対
応しなければならない。

17.  選手は、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をしてはな
らない。

18.  日本語対応に支障がある選手は、前夜祭及びプロアマ競技のゲストとのコミュニケーション、競技中のルーリン
グ、メディア対応に備えて、日本語の通訳ができる通訳者を、当該選手自身の責任及び費用において1人以上選定
し、JLPGAトーナメントの競技に帯同しなければならない。通訳者を帯同する期間は、プロアマ出場選手及び待機
選手においては前夜祭から、その他の選手においてはJLPGAトーナメントの各競技の本戦の第1日目からとする。
通訳者の服装は、帯同する表彰式やインタビューなどを考慮して、本規則第11条ないし第14条に定める服装の規
定を遵守させるものとし、通訳者に関する一切の責任は、帯同する選手が負うものとする。

19.  JLPGAに提出する診断書その他の書面が外国語で記載されている場合、当該書面を提出する選手は、必ず日本
語に訳した文書を添付しなければならない。

20.  TP登録者は、JLPGAを通してゴルファー保険に加入しなければならない。
21.  選手は、JLPGAトーナメントの各競技への出場にあたり、主催者またはこれに関連する団体などから、公表された

賞金、特別賞などを除いて、現金その他の報酬を要求または受領してはならない。ただし、プロアマ競技出場料、
その他トーナメント事業部が認めたものは、この限りではない。

22.  選手は、自己の荷物を、自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所がある場
合は、その指示に従わなければならない。

23.  選手は、使用する飲料や私物を宿泊場所に送付するものとする。JLPGAトーナメントの会場への着払い宅配便は
禁止とする。JLPGAトーナメントの会場に私物や忘れ物が放置されている場合は、JLPGAトーナメントの開催期
間中であっても、トーナメント事業部は、当該物を廃棄又は着払いにて当該選手に返送することができる。ロッカー
内においても、他の選手の迷惑にならないよう必要最小限の私物とサイズで利用するものとする。

24.  選手セミナー及び選手ミーティングが開催される競技に出場するTP登録者は、当該選手セミナー及び選手ミー
ティングに出席しなければならない。ただしトーナメント事業部に連絡し、その承認を得た場合はこの限りでない。

25.  選手は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。
26.  選手はJLPGAトーナメントの各競技の開催期間中に当該JLPGAトーナメントの会場において、飲酒をしてはなら

ない。ただし、前夜祭の会場においては、当日に車両等を運転しない場合に限り、飲酒可とする。

 

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者の帯同キャディー（以下「キャディー」という。）に関し定めた規則であり、キ
ャディーは、本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定を遵守しなければならない。トーナメン
ト事業部は、キャディーが本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定に違反したときは、当該キ
ャディーに対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すことができる。また、キャディーに関する
一切の責任は、当該キャディーを帯同した選手が負うものとし、キャディーが本規則に違反したときは、トーナメント事
業部は、当該キャディーを帯同した選手に対しても、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すこと
ができる。

1. 本規則は、JLPGAトーナメントの練習ラウンド、プロアマ競技、大会本戦に携わる全てのキャディーに適用される。
2. キャディーは、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、他のプレーヤーに対しても心くばりを忘れず、スポー

ツマンシップに違反するような言動をしてはならない。
3. トーナメント事業部が、キャディーについて、エチケット、マナー、着用物、身だしなみ、風紀を乱す等の理由により、

JLPGAトーナメントのキャディーとして適切でないと判断した場合、トーナメント事業部は当該キャディーに対し
てトーナメント会場からの退去、または着用物の交換の指示をするなど必要な措置を講ずることができる。

4. キャディーは、その帯同するJLPGAトーナメントに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映
画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその帯同トーナメントに関
する肖像権、著作権をすべてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本項が適用される期間は、当該帯同トーナメン
トの指定練習日から本戦が終了する日までとし、本条が適用される場所は、当該帯同トーナメントの開催会場内
とする。

5. キャディーは、JLPGAが定めたコンプライアンス・倫理規程を遵守しなければならない。
（http://www.JLPGA.or.jp/about/compliance/参照）

6. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、JLPGAが定める受付日及び受付時間内に、当該競技の会場
内のJLPGAルームにおいて、キャディー最終登録を行わなければならない。

7. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等がある場
合、着用しなければならない。定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等に所定の着用物以外を着用して
はならず、または広告物を装着若しくは貼付してはならない。

8. JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャル帽子がある場合の着用ルールは次の通りとする。
① オフィシャル帽子に広告物を装着若しくは貼付してはならない。
② オフィシャル帽子を着用できない者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
③ 熱中症対策の観点等から、オフィシャル帽子と形状の異なる帽子（例えばオフィシャル帽子がキャップタイプの

時にハットタイプを被りたい等）を着用したい者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
④ 帽子を着用したくない者は、無帽を認める。

9. キャディーが着用する衣類は、黒、白、グレー、青、紺、ベージュ系の色を基調とする。（華美にならない範囲でボー
ダー等の柄も可とする。）衣類のメーカー識別表示（ロゴマーク）のサイズは30㎠以内とする。

10. キャディーは、Tシャツ、極端に短いショートパンツ、水着やジムショーツの類、ジーンズ、迷彩柄のウェア並びにポ
ケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む。）を着用してはならない。

11. キャディーは、平らなゴム底のシューズ又はノンメタルスパイクシューズを着用しなければならず、メタルスパイク
シューズを着用してはならない。

12. キャディーは、指定練習場において、他の選手の練習に支障のないようにしなければならない。
13. キャディーはJLPGAトーナメントの会場内において、カメラ・ビデオカメラ等で撮影をしてはならない。ただし指定

練習場や指定練習ラウンドにおいて、帯同する選手のスイングチェックを目的とした撮影のみできるものとする。
14. キャディー向けのインフォメーションボードがある場合、キャディーは、その内容を各日必ず確認しなければなら

ない。
15. キャディーは、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をして

はならない。
16. キャディーは、ラウンド中、砂袋とスコップ又はそれに類するものを携帯し、必ず目土をしなければならない。帯同

キャディーについては、必要な備品（雨具、タオル、傘、バッグカバーなど）は、各競技の開催コースから借用せず
に、帯同する選手の責任において準備しなければならない。

17. キャディーは、JLPGAトーナメント会場ごとに定められた利用禁止エリアを把握し、トーナメント事業部の特別の
許可なしに選手ロッカーなどの利用禁止エリアに立ち入ることはできない。ただし、キャディーがJLPGA会員であ

る場合は、この限りではない。
18. キャディーは、主催者が許可した場合を除き、前夜祭及びプロアマ競技表彰式に出席することはできない。
19. キャディーは、キャディーウェアを着用したままで、選手食堂を利用することはできない。主催者は、キャディーが選

手食堂に入室することを禁止することができる。
20. キャディーは、自己の荷物を、各自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所が

ある場合は、その指示に従わなければならない。
21. コースチェックを希望するキャディーは、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。

ただし、本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当
該競技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

22. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該競技の指定練習日初
日以降、当該競技が終了するまでの間、当該競技の開催コース及び指定練習場でプレー及び練習をしてはならな
い。ただし、当該競技の出場選手のキャディーとして登録される以前のプレーについては、この限りではない。

23. JLPGAトーナメントの競技の本戦出場選手が、当該JLPGAトーナメントの主催者推薦選手選考会及び当該
JLPGAトーナメントの競技のキャディーをすることはできない。ただし、主催者推薦選手選考会のキャディーが、現
地ウェイティングシステムにより本戦出場選手となった場合は除く。

24. 主催者推薦選手選考会に出場し、当該競技の出場資格を得ることができなかった者は、当該主催者推薦選手選
考会を開催した当該競技のキャディーをすることができるものとする。

25. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該JLPGAトーナメントの
プロアマ競技に、プレーヤーとして出場することはできない。

26. キャディ―は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。

第1条（目的）
本規定は、JLPGAトーナメントに関する罰則について定めることを目的とする。

第2条（対象者）
本規定は、次に掲げる者（以下「選手等」と総称する。）に適用する。

① 選手（JLPGAトーナメントに出場する者をいう。）
② 帯同キャディー
③ コーチ
④ トレーナー
⑤ マネージャー
⑥ プロサービス
⑦ その他選手の関係者

第3条（罰則の種類）
JLPGAは、次条に定める違反行為をした者（以下「違反者」という。）に対して、その内容及び情状に応じて、次の各号
の罰則を科し、又は併科することができる。

① 注意
 口頭もしくは書面による注意を行う。
② けん責
 始末書を提出させる。　
③ 罰金
 一定の金額をプレーヤーズ委員会口座（チャリティ特定資産）へ納付させる。
④ 出場停止又は職務停止
 一定期間のJLPGAトーナメントへの出場を禁止し又はJLPGAにおける職務を停止する。　
⑤ 除名

第4条（違反行為）
前条の違反行為とは、選手などが行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

① JLPGAトーナメント規約、JLPGAツアー規定及びその他JLPGAトーナメント規約に付随する諸規定に違反すること。
② JLPGAが指定するイベント、セミナー等の出席義務に違反すること。　

第5条（罰則の決定方法）
トーナメント事業部は、違反者に対し、弁明の機会を与えた上で、罰則を科すことができる。

第6条（罰則の基準）
違反者に対する罰則の基準は、【別紙】「罰則基準」の通りとし、各違反回数は当該年度を通しての合計数とする。ただ
し、規定の違反回数を超えた場合又は個別の事案の内容によっては、【別紙】「罰則基準」に掲げる罰則以外を科すこ
とができるものとする。

第7条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速
やかに理事会に報告する。

第8条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。

【別紙】「罰則基準」

違反者に対する罰則の基準は、次の通りとする。ただし、個別の事案の内容によっては、本罰則基準に掲げる罰則以外を
科すことができるものとする。なお、本罰則基準に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るもの
であり、これらについては本罰則基準に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。

1. JLPGAトーナメント規約第9条、第10条及び練習規則・選手の心得に違反する行為
① 注意
② 5万円以上の罰金
③ 一定期間の出場停止

2. 前夜祭の遅刻（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：注意
② 2回目：1万円の罰金
③ 3回目：3万円の罰金
④ 4回目：5万円の罰金

3. 前夜祭の欠席（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金

4. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場可の場合
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金
⑤ 5回目：本戦出場不可

5. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場不可の場合（ただしステップ・アップ・ツアー後プロアマを除く）
① プロアマ競技欠場者として扱い、その処遇はJLPGAツアー規定第36条第2項及びステップ規定第25条第2項 
 の定めに従うものとする。

6. ステップ・アップ・ツアーの後プロアマにおけるプロアマ出場選手の欠場及び遅刻（JLPGAステップ・アップ・ツアー
規定第27条第8項）※プロアマ競技出場不可の場合
① 100万円以下の罰金

7. プロアマ競技の待機選手の遅刻（JLPGAツアー規定第37条第7項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第26
条第7項）※練習は不可
① 1回目：注意
② 2回目：3万円の罰金
③ 3回目：5万円の罰金
④ 4回目：7万円の罰金
⑤ 5回目：10万円の罰金

8. プロアマ競技の待機選手の交替拒否又は待機拒否（JLPGAツアー規定第37条第13項及びJLPGAステップ・アッ
プ・ツアー規定第26条第11項）※やむを得ない事情でない場合
① 1回目：5万円の罰金
② 2回目：10万円の罰金
③ 3回目：20万円の罰金

9. 表彰式、フェアウェルパーティーに出席を要請された選手の欠席
① 5万円の罰金
② 複数回：500万円以下の罰金又は一定期間の出場停止

10. ステップ・アップ・ツアーの表彰式に欠席　※表彰式列席者以外の場合
① 1万円の罰金

11. エントリー完了後の出場義務違反
① JLPGAに連絡をした上で、JLPGAツアー規定第22条、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条及びJLPGA

レジェンズツアー規定第18条に定める所定の手続きをしなかった場合：100万円以下の罰金

② JLPGAに連絡をした上で、他競技・イベント等に出場して、エントリー完了後の出場義務違反をした場合（二重
エントリー）：300万円以下の罰金

③ JLPGAに連絡をせずに、エントリー完了後の出場義務違反をした場合：500万円以下の罰金
12. 単年シード選手の前年度欠場競技の出場義務違反（JLPGAツアー規定第24条）

 ① 100万円の罰金
13. JLPGAツアーの競技優勝者の、翌年度出場義務違反（JLPGAツアー規定第25条）
 ① 100万円の罰金
14.海外競技出場届け出の違反（JLPGAツアー規定第28条第4項）

 ① 1～2回目：注意
 ② 3回目：1万円の罰金
 ③ 4回目：3万円の罰金
 ④ 5回目：5万円の罰金

15. シード選手の海外競技各年度2競技制限の違反（JLPGAツアー規定第28条第2項第3号）
 ① 100万円の罰金

16. コンテスタントバッジ等の貸出し同意事項の違反及びファミリーバッジの使用に関する違反（JLPGAツアー規定第
31条第5項、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第20条第6項及び選手の心得第8項）
 ① 注意
 ② 5万円以上の罰金
 ③ バッジの使用停止

17. 現地ウェイティングシステムによる出場資格獲得者がJLPGAに連絡せずに出場義務違反（JLPGAツアー規定第32
条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第21条第4項
 ① 1回目：5万円の罰金
 ② 2回目：10万円の罰金
 ③ 3回目：一定期間の出場停止

18. 帯同キャディーのキャディー規則の違反
① 帯同した選手への注意
② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ 帯同キャディーへの注意
④ 帯同キャディーへの罰金（100万円以下）
⑤ 帯同キャディーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

19. コーチのJLPGAコーチ規定の違反
 ① 帯同した選手への注意
 ② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ コーチへの注意
④ コーチへの罰金（100万円以下）
⑤ コーチの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

20. トレーナーのJLPGAトレーナー規定の違反
 ① 選手への注意
 ② 選手への罰金（100万円以下）
 ③ トレーナーへの注意
④ トレーナーへの罰金（100万円以下）
⑤ トレーナーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

21. マネージャーのJLPGAマネージャー規定の違反
 ① 契約選手への注意
 ② 契約選手への罰金（100万円以下）
 ③ マネージャーへの注意
④ マネージャーへの罰金（100万円以下）
⑤ マネージャーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

22. 選手セミナー及び選手ミーティングに関する違反
 ① 遅刻（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：1万円の罰金
 ② 欠席（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：3万円の罰金

■ 選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項

JLPGAトーナメント罰則規定にかかわらず、選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項に違反した者（以下「違反
者」という。）は、以下に従い、罰則が科せられるものとする。

1.  JLPGAは違反者があると認めるときは、当該違反者に対し、違反通告書（違反行為となるべき事実の要旨を記載
した書面をいう。）を交付し、以下の累積違反罰の表に従い、違反回数に応じて、反省文の提出又は罰金の支払い
を通告するものとする。

2.  前項の通告を受けた者は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、前項の違反通告書で通告され
た反省文の提出又は罰金の納付をすることができる。

3.  前項の規定により反省文を提出又は罰金を納付した者は、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナ
メント罰則規定に基づく罰則を科されないものとする。

4.  第1項の通告を受けた者が第2項で定める期限内に違反通告書で通告された反省文の提出又は罰金の納付をし
ない場合、JLPGAは、当該者に対し、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナメント罰則規定に従
い、罰則を科すことができる。

5.  JLPGAは、選手が選手の心得第17項に違反をした場合、選手のみに対して第1項の通告をし、帯同キャディーが帯
同キャディー規則第15項に違反をした場合、帯同キャディーのみに対して第1項の通告をするものとする。

■ 累積違反罰

※1： 違反回数は、同一シーズンにおいて違反通告書を受けた回数を累積し、シーズン終了時に違反回数はリセット
　され、翌シーズンに引き継がれない。また、JLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアー及びJLPGAツアーに
　おけるそれぞれの違反回数を合算する。

※2： 「反省文」とは、違反通告書に記載された事実に関する経緯、理由、及び今後の対応を記載した書面をいう。

ステ ー ジ 受 験 資 格 要 件
第1次予選

第2次予選

最終プロテスト

① 3日間・54ホールストロークプレー
② 18ホール終了をもって競技成立とする。期間中に18ホールを終了できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。
③ 各ラウンドにおいて92ストローク以上の者は失格とし、次ラウンドに進出できないものとする。
① 4日間・72ホールストロークプレー
② 54ホール終了時点で、各会場で掲示されている最終プロテスト進出順位に8打差までの者を第4ラウンドへの進出者とする。
③ 18ホール終了をもって競技成立とする。期間中に18ホールを終了できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。
① 4日間・72ホールストロークプレー
② 54ホール終了時点で、80位タイまでの者、または20位に8打差までの者のうちいずれか人数の多い方を第4ラウンドへの進出

者とする。
③ 4日間で72ホールを終了できなかった場合は予備日を使用する。予備日を使用してもなお72ホールを終了出来なかった場合

は競技を短縮する。本競技は54ホール終了をもって成立する。
④ 前号の定めにかかわらず、予備日を使用してもなお54ホールを終了出来なかった場合のみ、本競技は36ホール終了をもって

成立する。

ステ ー ジ 受 験 資 格 要 件
第1次予選
第2次予選

最終プロテスト

JGA/USGA HDCP Index5.0以下の者。※証明書等の提出は不要
① 前年度最終プロテスト出場者
② 第1次予選からの進出者
③ 当該年度の最初に開催される第1次予選の第1日目の2週間前の日の属する週の金曜日時点のロレックスランキング

上位400位までに該当し、JLPGAが別途定める申込締切日までに受験申込をした者のうち、上位30名の者（当該年度
の最初に開催される第1次予選の第1日目の2週間前の日の属する週の金曜日時点のロレックスランキングの順位が
高い者を上位とする。）

④ 上記以外でJLPGAが承認した者
※ ③の受験資格で受験を希望する者は、当該年度の最初に開催される第1次予選の前週の金曜日までに、JLPGAが別

途指定するメールアドス宛てに電子メールにてJLPGAに申し出ることにより、第2次予選の受験申込みが可能となる。
① 当該年度JGAナショナルチーム女子メンバーの者
② 当該年度7月の最終金曜日時点のロレックスランキング上位50位までの者
③ 当該年度7月の最終金曜日時点の世界アマチュアゴルフランキング上位10位までの者
④ 過去3年間及び当該年度の最終プロテストの第1日目の4週間前の日の属する週の日曜日までに開催された日本女

子アマチュアゴルフ選手権の優勝者
⑤ 過去3 年間及び当該年度の最終プロテストの第1 日目の4 週間前の日の属する週の日曜日までに開催された日本ジ

ュニアゴルフ選手権競技【女子15歳～17歳の部】の優勝者 
　   ※ただし、2024年度以降の当該競技の優勝者を対象とする。
⑥ 過去3年間及び当該年度の最終プロテストの第1日目の4週間前の日の属する週の日曜日までに開催された日本女

子学生ゴルフ選手権の優勝者
⑦ 過去3年間及び当該年度の最終プロテストの第1日目の4週間前の日の属する週の日曜日までに本戦が開催された

日本女子オープンゴルフ選手権のローアマチュア
⑧ 前年度の最終プロテストの第1日目の属する週の月曜日から、当該年度の最終プロテストの第1日目の属する週の前

週日曜日までに本戦が開催されたステップ・アップ・ツアー各競技の優勝者
⑨ 第2次予選からの進出者
⑩ 上記以外でJLPGAが承認した者
※ ①④⑤⑥⑦の受験資格による最終プロテストからの受験は1度限りとする。当該年度に①④⑤⑥⑦の受験資格を重

複して保持している場合でも、最終プロテストの受験は1度限りとする。
※ 当該年度に④⑤⑥⑦の受験資格で最終プロテストを受験する者が、翌年以降新たに④⑤⑥⑦の受験資格を取得し

た場合は、その資格での翌年以降の最終プロテストの受験を認める。
※ ⑧について、受験申し込み締切後に受験資格が発生した者が受験申し込みをする際は、資格発生日の翌月曜日まで

にJLPGAに申し出ること。



第4条（次ステージ進出者）
1. 第1次予選及び第2次予選からは、各会場上位者が次ステージへ進出する。
2. 各会場から次のステージへ進出できる順位は、各会場で掲示を行う。
3. 各会場で競技が終了し、次ステージ進出者が発表された後は、いかなる場合においても次順位の繰り上げは行

わない。

第5条（合格者）
1. 最終プロテストの競技終了時点で上位20位タイまでの者を、合格者とする。
2. 合格者は別途定めるJLPGAへの入会の手続きをすることにより、JLPGAへの入会を承認されることができるもの

とする。
3. 前項により入会を承認された者には、翌年度のステップ・アップ・ツアー競技（ステップ・アップ・ツアー特別競技は

含まない。）の出場資格を付与する。
4. 本条第2項により入会を承認された者には、当該年度のJLPGA新人戦の出場資格を付与する。
5. 本条第2項により入会を承認された者は、翌年度に開催されるルーキーキャンプに参加しなければならない。
6. 本条第2項により入会を承認された者は、合格年度より受講回数が2回に満つるまで新人セミナーを受講しなけ

ればならない。

第6条（受験申込）
1. JLPGAプロテスト受験を希望する者（以下「受験希望者」という。）は、受験申込（以下「申込」という。）の手続き

をマイページ（JLPGAがTP登録者及び臨時登録者のために開設するJLPGAトーナメント専用ウェブサイトをい
う。）にて行うものとする。

2. 受験希望者は、各ステージでJLPGAが定める方法、締め切り日までに申込の手続きを行わなければならない。締
め切り日以降の申込は、理由の如何を問わず一切受け付けない。

3. 受験希望者は、各々に指定されている締め切り日までにマイページで所定の手続きに従いクレジット決済又は
コンビニ（受付番号方式）決済のいずれかにより受験料を支払わなければならない。

4. JLPGAプロテストの各ステージの受験料は、それぞれ次の表に定める通りとする。

5. 申込受け付け後の受験料は、JLPGAが別途定める期日までに、JLPGAに申込の取り消しを申し出た場合を除き
返還されないものとする。

6. 受験希望者の申込の内容に虚偽の記載又は誤りがあった場合には、その事実が発覚した時点で受験資格を失う
ものとする。

7. 受験希望者の申込の手続きの確認は、選手自身が自己の責任において行うものとし、JLPGAはその責任を負わ
ないものとする。

8. 受験希望者への申込受け付け後の、JLPGAからのJLPGAプロテストに関する通達は、原則マイページにて行うも
のとし、受験希望者が確認を怠り、通達を確認できなかったとしても、JLPGAはその責任を負わないものとする。

9. 受験希望者は、申込に際してJLPGAが取得する当該受験希望者の個人情報を、次に各号の目的の範囲内で第三
者に提供及び公表することについて、予め同意することを要する。
① JLPGAトーナメント規約第5条に定めるJLPGAトーナメント、QT規定に定めるQT、JLPGAプロテスト、その他

競技（以下「対象競技」という。）の開催及び運営を行うため
② 対象競技の運営管理業務上必要とされる通知、照会、請求、案内、広報等の連絡を行うため
③ 対象競技結果記録の保存及び公表するため
④ 対象競技参加者の氏名、所属及び競技結果を、主催者その他関係者（報道関係者を含むがこれに限らない）

に対して適宜の方法により提供するため
⑤ 対象競技参加者の氏名、国籍、生年月日及び競技結果を、女子ゴルフ世界ランキング及びオリンピックゴルフ

ランキングに対して適宜の方法により提供するため

なお、外国にある第三者への個人情報の提供に関する情報は、以下のとおりである。
（1）外国の名称

・  アメリカ合衆国（女子ゴルフ世界ランキング）
・  スイス連邦（オリンピックゴルフランキング）

（2）当該外国における個人情報の保護に関する制度
・  アメリカ合衆国

APECのCBPRシステムの加盟国である。
・  スイス連邦

GDPR第45条に基づく十分性認定の取得国である。
  ＊  上記以外の情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
　  （ https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/ ）からご確認ください。 

（3）当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
・  WOMEN’S WORLD GOLF RANKINGS（アメリカ合衆国）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。
・  The International Golf Federation（スイス連邦）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。

第7条（レジストレーション）
1. JLPGAプロテストに出場する選手（以下「選手」という。）は、当該競技の本戦の第1日目の前日（指定練習日）の

第1組スタート1時間前から午後5時まで（ただしJLPGAは、受付開始時間を予告なく早めることがある。）に、当該
競技の会場内のJLPGAルームにおいて、当該競技出場を最終確認するためのレジストレーションを行わなければ
ならない。

2. 前項のレジストレーションを行わない者は、当該競技の受験資格を失い、当該競技に出場することができないも
のとする。

第8条（肖像権・放送権等）
選手は、その出場するJLPGAプロテストに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラ
ジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場競技に関する肖像権、著作権をす
べてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、当該出場競技の指定練習日から本戦が終了する
日までとし、本条が適用される場所は、当該出場競技の実施会場内とする。

第9条（ルール・マナー）
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JLPGAは、第10条の定めにかかわらず、選手が本条に違反した場
合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。

① 指定練習日以外にプレーを希望する者は、必ずゴルフ場に問い合わせて確認し、一般プレーヤーに迷惑を掛
けないようプレーをすること。（球を2球打つことや、後続組を待たせてホールアウトしたグリーンで練習をして
はいけない。）

② 選手は、JLPGAプロテスト会場に来場する際は、必ず上着（ブレザー、ジャケット等）を着用しなければならな
い。またスニーカーは着用してはならない。

③ 選手は、JLPGAプロテスト会場でゴルファーとして望ましいウェアでプレーしなければならない。Tシャツ類、
ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア、ポケットが膨らむヒダ付きカーゴタ
イプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。

④ 日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる通訳者を帯同しなければならない。
⑤ 選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起さ

せると認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タ
トゥーを施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。
なお、当該選手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

⑥ プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない。
⑦ その他、JLPGAが各ステージ及び各会場で定める事項。

第10条（禁止事項）
JLPGAプロテストに出場した者（申込をしたが出場しなかった者を含む。以下本条内において「プロテスト出場者」と
いう。）が、次の行為をしたとJLPGAが認めるときは、JLPGAは、当該プロテスト出場者に対し、口頭又は書面により意
見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上で、JLPGAプロテストその他のJLPGAの競技への一定期間の出場の禁
止又は出場資格の取消その他の処分を科すことができる。

① 本規定、申込要項及び実施要項その他JLPGAの規定に違反する行為
② 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび競技の条件に違反する行為
③ 正当な理由なしに競技を欠場又は棄権する行為

④ プロテスト出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
⑤ その他JLPGAの名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
⑥ 法律、命令、規則その他の法令（条例を含む。）に違反する行為

第11条（競技短縮又は延期）
天候あるいは社会的事情により競技消化が不可能であるとJLPGAが判断した場合、競技は短縮又は延期されること
がある。

第12条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速や
かに理事会に報告する。

第13条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。
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本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者（以下「選手」という。）に関し定めた規則であり、選手は以下に定める練習規
則及び選手の心得（以下「本規則」という。）を遵守しなければならない。
トーナメント事業部は、選手が本規則に違反したときは、当該選手に対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定
に従って罰則を科すことができる。

練習規則

1. 選手は、JLPGAトーナメントの各競技の開催期間中の当該開催コースにおける練習（練習ラウンド及びプロアマ
競技は除く。）については、指定練習場（JLPGAトーナメントの各競技において、競技委員会が練習場として指定し
たドライビングレンジ、アプローチ練習場及び練習パッティンググリーンをいう。以下同じ。）以外で行ってはならな
い。また、指定練習場の使用及び練習ラウンドにおいては、定められた練習時間を厳守しなければならない。

2. 指定練習場の使用及び練習ラウンドをすることができる者は、当該競技の出場選手及び現地ウェイティング登録
者とする。

3. 練習ラウンドにおいて、練習ショットは2球までとする。
4. 練習ラウンドにおいて、後続の組が待っているときは、パッティング、アプローチ及びバンカーの練習は禁止とする。
5. 練習ラウンドにおいて、選手は、帯同コーチやプロサービスなど、トーナメント事業部が事前に認めた者を除き、帯

同させることができないものとする。
6. 選手が、練習パッティンググリーンにおいて、使用できるボールは3個までとし、ボールの受け取り行為を禁止する。

ただし、ホールアウト後はキャディーのみボールを受け取ることができる。
7. プロアマ競技において、選手個人の練習ショットは禁止とする。ただし、パッティンググリーン上において、同伴アマ

チュアプレーヤー全員がホールアウトし、後続の組のプレーに影響がない場合に限り、パッティング練習及びアプ
ローチ練習は認めるものとする。

8. コースチェックを希望する選手は、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。ただし、
本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当該競
技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

9. 険悪な気象状況のためにプレーが中断となっている場合、競技委員会から許可があるまでは全ての練習場での
練習を禁止する。

10.  JLPGAツアーの各競技の開催期間中にパッティンググリーンを計測する機器（傾斜、スピード、硬度、水分量など）
でコースのパッティンググリーンを計測することは禁止とする。ただし、練習パッティンググリーンでの使用は認め
るものとする。

選手の心得

1.  選手は、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、模範的プロフェッショナル・ゴルフ選手として振舞わなければ
ならない。

2.  選手は、ゴルフコースにおいて、クラブを投げる、汚い言葉を使う、故意にゴルフコースを傷つける行為など、
スポーツマンシップに違反するような言動をしてはならない。

3.  選手は、自己の健康管理について、十分気をつけた上で競技に参加しなければならない。
4.  JLPGAトーナメントの各競技の最終日に表彰式出席者として掲示又は指名された選手は、表彰式及びフェアウェ

ルパーティーに出席しなければならない。
5.  選手は、出来る限りギャラリーサービスに努めなければならない。また、選手は、悪天候により競技が中止となっ

た場合、主催者からの要請があればギャラリーサービスに協力しなければならない。
6.  JLPGAトーナメントの各競技の優勝者は、待機しているギャラリーから求められたサインサービス等に対して、快

く応じなければならない。応じることができない特段の理由がある場合は、当該優勝者が自らギャラリーにその旨
を説明し、理解を得なければならない。

7.  選手は、報道目的であるメディア、JLPGA及びJLPGAより許可を受けた者より、取材を求められた場合、これに応
じなければならない。

8.  選手は、コンテスタントバッジ、カーパーク等を他の人に譲渡又は貸与してはならない。
9.  選手は、ファミリーバッジを、自己の責任において、自己の家族や近親者に使用させることができるものとし、当該

選手は、ファミリーバッジを使用する者のJLPGAトーナメントの会場における言動について一切の責任を負うも
のとする。また、自身が出場しないJLPGAトーナメントにおいては、ファミリーバッジを使用してはならないものと
する。

10.  選手は、服装、髪型、化粧などに気をつけ、女性ゴルファーらしいみだしなみを心がけなければならない。
11.  選手は、JLPGAトーナメントの会場で、ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア並

びにポケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。
選手が、トレーナーを着る場合は、襟を出すか上着を着なければならない。選手は、ミュール及びサンダルを着用し
てはならず、スニーカーについては、トーナメントの会場がその着用を禁止している場合には、着用してはならない。

12.  選手は、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。ただし入退場時
を含むクラブハウス内においては、上着を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツ
でなくても着用することができる。

13.  選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起させる
と認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タトゥーを
施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。なお、当該選
手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

14.  選手は、前夜祭会場内でジーンズ及びスニーカーの着用をしてはならない。前夜祭会場内でTシャツを着用する
場合は、女性らしいファッション性のあるものか、上着を着用することが望ましい。

15.  選手は、前夜祭会場内及びプロアマ表彰式では、緊急時以外は携帯電話（スマートフォンを含む。）を使用しては
ならない。

16.  プロアマ競技に出場する選手は、同伴アマチュアプレーヤーへのレッスンを、進行を見極めた上で可能な限り対
応しなければならない。

17.  選手は、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をしてはな
らない。

18.  日本語対応に支障がある選手は、前夜祭及びプロアマ競技のゲストとのコミュニケーション、競技中のルーリン
グ、メディア対応に備えて、日本語の通訳ができる通訳者を、当該選手自身の責任及び費用において1人以上選定
し、JLPGAトーナメントの競技に帯同しなければならない。通訳者を帯同する期間は、プロアマ出場選手及び待機
選手においては前夜祭から、その他の選手においてはJLPGAトーナメントの各競技の本戦の第1日目からとする。
通訳者の服装は、帯同する表彰式やインタビューなどを考慮して、本規則第11条ないし第14条に定める服装の規
定を遵守させるものとし、通訳者に関する一切の責任は、帯同する選手が負うものとする。

19.  JLPGAに提出する診断書その他の書面が外国語で記載されている場合、当該書面を提出する選手は、必ず日本
語に訳した文書を添付しなければならない。

20.  TP登録者は、JLPGAを通してゴルファー保険に加入しなければならない。
21.  選手は、JLPGAトーナメントの各競技への出場にあたり、主催者またはこれに関連する団体などから、公表された

賞金、特別賞などを除いて、現金その他の報酬を要求または受領してはならない。ただし、プロアマ競技出場料、
その他トーナメント事業部が認めたものは、この限りではない。

22.  選手は、自己の荷物を、自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所がある場
合は、その指示に従わなければならない。

23.  選手は、使用する飲料や私物を宿泊場所に送付するものとする。JLPGAトーナメントの会場への着払い宅配便は
禁止とする。JLPGAトーナメントの会場に私物や忘れ物が放置されている場合は、JLPGAトーナメントの開催期
間中であっても、トーナメント事業部は、当該物を廃棄又は着払いにて当該選手に返送することができる。ロッカー
内においても、他の選手の迷惑にならないよう必要最小限の私物とサイズで利用するものとする。

24.  選手セミナー及び選手ミーティングが開催される競技に出場するTP登録者は、当該選手セミナー及び選手ミー
ティングに出席しなければならない。ただしトーナメント事業部に連絡し、その承認を得た場合はこの限りでない。

25.  選手は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。
26.  選手はJLPGAトーナメントの各競技の開催期間中に当該JLPGAトーナメントの会場において、飲酒をしてはなら

ない。ただし、前夜祭の会場においては、当日に車両等を運転しない場合に限り、飲酒可とする。

 

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者の帯同キャディー（以下「キャディー」という。）に関し定めた規則であり、キ
ャディーは、本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定を遵守しなければならない。トーナメン
ト事業部は、キャディーが本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定に違反したときは、当該キ
ャディーに対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すことができる。また、キャディーに関する
一切の責任は、当該キャディーを帯同した選手が負うものとし、キャディーが本規則に違反したときは、トーナメント事
業部は、当該キャディーを帯同した選手に対しても、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すこと
ができる。

1. 本規則は、JLPGAトーナメントの練習ラウンド、プロアマ競技、大会本戦に携わる全てのキャディーに適用される。
2. キャディーは、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、他のプレーヤーに対しても心くばりを忘れず、スポー

ツマンシップに違反するような言動をしてはならない。
3. トーナメント事業部が、キャディーについて、エチケット、マナー、着用物、身だしなみ、風紀を乱す等の理由により、

JLPGAトーナメントのキャディーとして適切でないと判断した場合、トーナメント事業部は当該キャディーに対し
てトーナメント会場からの退去、または着用物の交換の指示をするなど必要な措置を講ずることができる。

4. キャディーは、その帯同するJLPGAトーナメントに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映
画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその帯同トーナメントに関
する肖像権、著作権をすべてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本項が適用される期間は、当該帯同トーナメン
トの指定練習日から本戦が終了する日までとし、本条が適用される場所は、当該帯同トーナメントの開催会場内
とする。

5. キャディーは、JLPGAが定めたコンプライアンス・倫理規程を遵守しなければならない。
（http://www.JLPGA.or.jp/about/compliance/参照）

6. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、JLPGAが定める受付日及び受付時間内に、当該競技の会場
内のJLPGAルームにおいて、キャディー最終登録を行わなければならない。

7. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等がある場
合、着用しなければならない。定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等に所定の着用物以外を着用して
はならず、または広告物を装着若しくは貼付してはならない。

8. JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャル帽子がある場合の着用ルールは次の通りとする。
① オフィシャル帽子に広告物を装着若しくは貼付してはならない。
② オフィシャル帽子を着用できない者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
③ 熱中症対策の観点等から、オフィシャル帽子と形状の異なる帽子（例えばオフィシャル帽子がキャップタイプの

時にハットタイプを被りたい等）を着用したい者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
④ 帽子を着用したくない者は、無帽を認める。

9. キャディーが着用する衣類は、黒、白、グレー、青、紺、ベージュ系の色を基調とする。（華美にならない範囲でボー
ダー等の柄も可とする。）衣類のメーカー識別表示（ロゴマーク）のサイズは30㎠以内とする。

10. キャディーは、Tシャツ、極端に短いショートパンツ、水着やジムショーツの類、ジーンズ、迷彩柄のウェア並びにポ
ケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む。）を着用してはならない。

11. キャディーは、平らなゴム底のシューズ又はノンメタルスパイクシューズを着用しなければならず、メタルスパイク
シューズを着用してはならない。

12. キャディーは、指定練習場において、他の選手の練習に支障のないようにしなければならない。
13. キャディーはJLPGAトーナメントの会場内において、カメラ・ビデオカメラ等で撮影をしてはならない。ただし指定

練習場や指定練習ラウンドにおいて、帯同する選手のスイングチェックを目的とした撮影のみできるものとする。
14. キャディー向けのインフォメーションボードがある場合、キャディーは、その内容を各日必ず確認しなければなら

ない。
15. キャディーは、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をして

はならない。
16. キャディーは、ラウンド中、砂袋とスコップ又はそれに類するものを携帯し、必ず目土をしなければならない。帯同

キャディーについては、必要な備品（雨具、タオル、傘、バッグカバーなど）は、各競技の開催コースから借用せず
に、帯同する選手の責任において準備しなければならない。

17. キャディーは、JLPGAトーナメント会場ごとに定められた利用禁止エリアを把握し、トーナメント事業部の特別の
許可なしに選手ロッカーなどの利用禁止エリアに立ち入ることはできない。ただし、キャディーがJLPGA会員であ

る場合は、この限りではない。
18. キャディーは、主催者が許可した場合を除き、前夜祭及びプロアマ競技表彰式に出席することはできない。
19. キャディーは、キャディーウェアを着用したままで、選手食堂を利用することはできない。主催者は、キャディーが選

手食堂に入室することを禁止することができる。
20. キャディーは、自己の荷物を、各自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所が

ある場合は、その指示に従わなければならない。
21. コースチェックを希望するキャディーは、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。

ただし、本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当
該競技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

22. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該競技の指定練習日初
日以降、当該競技が終了するまでの間、当該競技の開催コース及び指定練習場でプレー及び練習をしてはならな
い。ただし、当該競技の出場選手のキャディーとして登録される以前のプレーについては、この限りではない。

23. JLPGAトーナメントの競技の本戦出場選手が、当該JLPGAトーナメントの主催者推薦選手選考会及び当該
JLPGAトーナメントの競技のキャディーをすることはできない。ただし、主催者推薦選手選考会のキャディーが、現
地ウェイティングシステムにより本戦出場選手となった場合は除く。

24. 主催者推薦選手選考会に出場し、当該競技の出場資格を得ることができなかった者は、当該主催者推薦選手選
考会を開催した当該競技のキャディーをすることができるものとする。

25. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該JLPGAトーナメントの
プロアマ競技に、プレーヤーとして出場することはできない。

26. キャディ―は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。

第1条（目的）
本規定は、JLPGAトーナメントに関する罰則について定めることを目的とする。

第2条（対象者）
本規定は、次に掲げる者（以下「選手等」と総称する。）に適用する。

① 選手（JLPGAトーナメントに出場する者をいう。）
② 帯同キャディー
③ コーチ
④ トレーナー
⑤ マネージャー
⑥ プロサービス
⑦ その他選手の関係者

第3条（罰則の種類）
JLPGAは、次条に定める違反行為をした者（以下「違反者」という。）に対して、その内容及び情状に応じて、次の各号
の罰則を科し、又は併科することができる。

① 注意
 口頭もしくは書面による注意を行う。
② けん責
 始末書を提出させる。　
③ 罰金
 一定の金額をプレーヤーズ委員会口座（チャリティ特定資産）へ納付させる。
④ 出場停止又は職務停止
 一定期間のJLPGAトーナメントへの出場を禁止し又はJLPGAにおける職務を停止する。　
⑤ 除名

第4条（違反行為）
前条の違反行為とは、選手などが行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

① JLPGAトーナメント規約、JLPGAツアー規定及びその他JLPGAトーナメント規約に付随する諸規定に違反すること。
② JLPGAが指定するイベント、セミナー等の出席義務に違反すること。　

第5条（罰則の決定方法）
トーナメント事業部は、違反者に対し、弁明の機会を与えた上で、罰則を科すことができる。

第6条（罰則の基準）
違反者に対する罰則の基準は、【別紙】「罰則基準」の通りとし、各違反回数は当該年度を通しての合計数とする。ただ
し、規定の違反回数を超えた場合又は個別の事案の内容によっては、【別紙】「罰則基準」に掲げる罰則以外を科すこ
とができるものとする。

第7条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速
やかに理事会に報告する。

第8条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。

【別紙】「罰則基準」

違反者に対する罰則の基準は、次の通りとする。ただし、個別の事案の内容によっては、本罰則基準に掲げる罰則以外を
科すことができるものとする。なお、本罰則基準に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るもの
であり、これらについては本罰則基準に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。

1. JLPGAトーナメント規約第9条、第10条及び練習規則・選手の心得に違反する行為
① 注意
② 5万円以上の罰金
③ 一定期間の出場停止

2. 前夜祭の遅刻（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：注意
② 2回目：1万円の罰金
③ 3回目：3万円の罰金
④ 4回目：5万円の罰金

3. 前夜祭の欠席（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金

4. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場可の場合
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金
⑤ 5回目：本戦出場不可

5. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場不可の場合（ただしステップ・アップ・ツアー後プロアマを除く）
① プロアマ競技欠場者として扱い、その処遇はJLPGAツアー規定第36条第2項及びステップ規定第25条第2項 
 の定めに従うものとする。

6. ステップ・アップ・ツアーの後プロアマにおけるプロアマ出場選手の欠場及び遅刻（JLPGAステップ・アップ・ツアー
規定第27条第8項）※プロアマ競技出場不可の場合
① 100万円以下の罰金

7. プロアマ競技の待機選手の遅刻（JLPGAツアー規定第37条第7項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第26
条第7項）※練習は不可
① 1回目：注意
② 2回目：3万円の罰金
③ 3回目：5万円の罰金
④ 4回目：7万円の罰金
⑤ 5回目：10万円の罰金

8. プロアマ競技の待機選手の交替拒否又は待機拒否（JLPGAツアー規定第37条第13項及びJLPGAステップ・アッ
プ・ツアー規定第26条第11項）※やむを得ない事情でない場合
① 1回目：5万円の罰金
② 2回目：10万円の罰金
③ 3回目：20万円の罰金

9. 表彰式、フェアウェルパーティーに出席を要請された選手の欠席
① 5万円の罰金
② 複数回：500万円以下の罰金又は一定期間の出場停止

10. ステップ・アップ・ツアーの表彰式に欠席　※表彰式列席者以外の場合
① 1万円の罰金

11. エントリー完了後の出場義務違反
① JLPGAに連絡をした上で、JLPGAツアー規定第22条、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条及びJLPGA

レジェンズツアー規定第18条に定める所定の手続きをしなかった場合：100万円以下の罰金

② JLPGAに連絡をした上で、他競技・イベント等に出場して、エントリー完了後の出場義務違反をした場合（二重
エントリー）：300万円以下の罰金

③ JLPGAに連絡をせずに、エントリー完了後の出場義務違反をした場合：500万円以下の罰金
12. 単年シード選手の前年度欠場競技の出場義務違反（JLPGAツアー規定第24条）

 ① 100万円の罰金
13. JLPGAツアーの競技優勝者の、翌年度出場義務違反（JLPGAツアー規定第25条）
 ① 100万円の罰金
14.海外競技出場届け出の違反（JLPGAツアー規定第28条第4項）

 ① 1～2回目：注意
 ② 3回目：1万円の罰金
 ③ 4回目：3万円の罰金
 ④ 5回目：5万円の罰金

15. シード選手の海外競技各年度2競技制限の違反（JLPGAツアー規定第28条第2項第3号）
 ① 100万円の罰金

16. コンテスタントバッジ等の貸出し同意事項の違反及びファミリーバッジの使用に関する違反（JLPGAツアー規定第
31条第5項、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第20条第6項及び選手の心得第8項）
 ① 注意
 ② 5万円以上の罰金
 ③ バッジの使用停止

17. 現地ウェイティングシステムによる出場資格獲得者がJLPGAに連絡せずに出場義務違反（JLPGAツアー規定第32
条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第21条第4項
 ① 1回目：5万円の罰金
 ② 2回目：10万円の罰金
 ③ 3回目：一定期間の出場停止

18. 帯同キャディーのキャディー規則の違反
① 帯同した選手への注意
② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ 帯同キャディーへの注意
④ 帯同キャディーへの罰金（100万円以下）
⑤ 帯同キャディーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

19. コーチのJLPGAコーチ規定の違反
 ① 帯同した選手への注意
 ② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ コーチへの注意
④ コーチへの罰金（100万円以下）
⑤ コーチの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

20. トレーナーのJLPGAトレーナー規定の違反
 ① 選手への注意
 ② 選手への罰金（100万円以下）
 ③ トレーナーへの注意
④ トレーナーへの罰金（100万円以下）
⑤ トレーナーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

21. マネージャーのJLPGAマネージャー規定の違反
 ① 契約選手への注意
 ② 契約選手への罰金（100万円以下）
 ③ マネージャーへの注意
④ マネージャーへの罰金（100万円以下）
⑤ マネージャーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

22. 選手セミナー及び選手ミーティングに関する違反
 ① 遅刻（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：1万円の罰金
 ② 欠席（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：3万円の罰金

■ 選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項

JLPGAトーナメント罰則規定にかかわらず、選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項に違反した者（以下「違反
者」という。）は、以下に従い、罰則が科せられるものとする。

1.  JLPGAは違反者があると認めるときは、当該違反者に対し、違反通告書（違反行為となるべき事実の要旨を記載
した書面をいう。）を交付し、以下の累積違反罰の表に従い、違反回数に応じて、反省文の提出又は罰金の支払い
を通告するものとする。

2.  前項の通告を受けた者は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、前項の違反通告書で通告され
た反省文の提出又は罰金の納付をすることができる。

3.  前項の規定により反省文を提出又は罰金を納付した者は、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナ
メント罰則規定に基づく罰則を科されないものとする。

4.  第1項の通告を受けた者が第2項で定める期限内に違反通告書で通告された反省文の提出又は罰金の納付をし
ない場合、JLPGAは、当該者に対し、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナメント罰則規定に従
い、罰則を科すことができる。

5.  JLPGAは、選手が選手の心得第17項に違反をした場合、選手のみに対して第1項の通告をし、帯同キャディーが帯
同キャディー規則第15項に違反をした場合、帯同キャディーのみに対して第1項の通告をするものとする。

■ 累積違反罰

※1： 違反回数は、同一シーズンにおいて違反通告書を受けた回数を累積し、シーズン終了時に違反回数はリセット
　され、翌シーズンに引き継がれない。また、JLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアー及びJLPGAツアーに
　おけるそれぞれの違反回数を合算する。

※2： 「反省文」とは、違反通告書に記載された事実に関する経緯、理由、及び今後の対応を記載した書面をいう。

ステ ー ジ
第1次予選
第2次予選

最終プロテスト

受 験 料
40,000円（消費税別）
60,000円（消費税別）

100,000円（消費税別）
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第4条（次ステージ進出者）
1. 第1次予選及び第2次予選からは、各会場上位者が次ステージへ進出する。
2. 各会場から次のステージへ進出できる順位は、各会場で掲示を行う。
3. 各会場で競技が終了し、次ステージ進出者が発表された後は、いかなる場合においても次順位の繰り上げは行

わない。

第5条（合格者）
1. 最終プロテストの競技終了時点で上位20位タイまでの者を、合格者とする。
2. 合格者は別途定めるJLPGAへの入会の手続きをすることにより、JLPGAへの入会を承認されることができるもの

とする。
3. 前項により入会を承認された者には、翌年度のステップ・アップ・ツアー競技（ステップ・アップ・ツアー特別競技は

含まない。）の出場資格を付与する。
4. 本条第2項により入会を承認された者には、当該年度のJLPGA新人戦の出場資格を付与する。
5. 本条第2項により入会を承認された者は、翌年度に開催されるルーキーキャンプに参加しなければならない。
6. 本条第2項により入会を承認された者は、合格年度より受講回数が2回に満つるまで新人セミナーを受講しなけ

ればならない。

第6条（受験申込）
1. JLPGAプロテスト受験を希望する者（以下「受験希望者」という。）は、受験申込（以下「申込」という。）の手続き

をマイページ（JLPGAがTP登録者及び臨時登録者のために開設するJLPGAトーナメント専用ウェブサイトをい
う。）にて行うものとする。

2. 受験希望者は、各ステージでJLPGAが定める方法、締め切り日までに申込の手続きを行わなければならない。締
め切り日以降の申込は、理由の如何を問わず一切受け付けない。

3. 受験希望者は、各々に指定されている締め切り日までにマイページで所定の手続きに従いクレジット決済又は
コンビニ（受付番号方式）決済のいずれかにより受験料を支払わなければならない。

4. JLPGAプロテストの各ステージの受験料は、それぞれ次の表に定める通りとする。

5. 申込受け付け後の受験料は、JLPGAが別途定める期日までに、JLPGAに申込の取り消しを申し出た場合を除き
返還されないものとする。

6. 受験希望者の申込の内容に虚偽の記載又は誤りがあった場合には、その事実が発覚した時点で受験資格を失う
ものとする。

7. 受験希望者の申込の手続きの確認は、選手自身が自己の責任において行うものとし、JLPGAはその責任を負わ
ないものとする。

8. 受験希望者への申込受け付け後の、JLPGAからのJLPGAプロテストに関する通達は、原則マイページにて行うも
のとし、受験希望者が確認を怠り、通達を確認できなかったとしても、JLPGAはその責任を負わないものとする。

9. 受験希望者は、申込に際してJLPGAが取得する当該受験希望者の個人情報を、次に各号の目的の範囲内で第三
者に提供及び公表することについて、予め同意することを要する。
① JLPGAトーナメント規約第5条に定めるJLPGAトーナメント、QT規定に定めるQT、JLPGAプロテスト、その他

競技（以下「対象競技」という。）の開催及び運営を行うため
② 対象競技の運営管理業務上必要とされる通知、照会、請求、案内、広報等の連絡を行うため
③ 対象競技結果記録の保存及び公表するため
④ 対象競技参加者の氏名、所属及び競技結果を、主催者その他関係者（報道関係者を含むがこれに限らない）

に対して適宜の方法により提供するため
⑤ 対象競技参加者の氏名、国籍、生年月日及び競技結果を、女子ゴルフ世界ランキング及びオリンピックゴルフ

ランキングに対して適宜の方法により提供するため

なお、外国にある第三者への個人情報の提供に関する情報は、以下のとおりである。
（1）外国の名称

・  アメリカ合衆国（女子ゴルフ世界ランキング）
・  スイス連邦（オリンピックゴルフランキング）

（2）当該外国における個人情報の保護に関する制度
・  アメリカ合衆国

APECのCBPRシステムの加盟国である。
・  スイス連邦

GDPR第45条に基づく十分性認定の取得国である。
  ＊  上記以外の情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
　  （ https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/ ）からご確認ください。 

（3）当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
・  WOMEN’S WORLD GOLF RANKINGS（アメリカ合衆国）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。
・  The International Golf Federation（スイス連邦）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。

第7条（レジストレーション）
1. JLPGAプロテストに出場する選手（以下「選手」という。）は、当該競技の本戦の第1日目の前日（指定練習日）の

第1組スタート1時間前から午後5時まで（ただしJLPGAは、受付開始時間を予告なく早めることがある。）に、当該
競技の会場内のJLPGAルームにおいて、当該競技出場を最終確認するためのレジストレーションを行わなければ
ならない。

2. 前項のレジストレーションを行わない者は、当該競技の受験資格を失い、当該競技に出場することができないも
のとする。

第8条（肖像権・放送権等）
選手は、その出場するJLPGAプロテストに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラ
ジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場競技に関する肖像権、著作権をす
べてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、当該出場競技の指定練習日から本戦が終了する
日までとし、本条が適用される場所は、当該出場競技の実施会場内とする。

第9条（ルール・マナー）
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JLPGAは、第10条の定めにかかわらず、選手が本条に違反した場
合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。

① 指定練習日以外にプレーを希望する者は、必ずゴルフ場に問い合わせて確認し、一般プレーヤーに迷惑を掛
けないようプレーをすること。（球を2球打つことや、後続組を待たせてホールアウトしたグリーンで練習をして
はいけない。）

② 選手は、JLPGAプロテスト会場に来場する際は、必ず上着（ブレザー、ジャケット等）を着用しなければならな
い。またスニーカーは着用してはならない。

③ 選手は、JLPGAプロテスト会場でゴルファーとして望ましいウェアでプレーしなければならない。Tシャツ類、
ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア、ポケットが膨らむヒダ付きカーゴタ
イプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。

④ 日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる通訳者を帯同しなければならない。
⑤ 選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起さ

せると認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タ
トゥーを施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。
なお、当該選手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

⑥ プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない。
⑦ その他、JLPGAが各ステージ及び各会場で定める事項。

第10条（禁止事項）
JLPGAプロテストに出場した者（申込をしたが出場しなかった者を含む。以下本条内において「プロテスト出場者」と
いう。）が、次の行為をしたとJLPGAが認めるときは、JLPGAは、当該プロテスト出場者に対し、口頭又は書面により意
見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上で、JLPGAプロテストその他のJLPGAの競技への一定期間の出場の禁
止又は出場資格の取消その他の処分を科すことができる。

① 本規定、申込要項及び実施要項その他JLPGAの規定に違反する行為
② 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび競技の条件に違反する行為
③ 正当な理由なしに競技を欠場又は棄権する行為

④ プロテスト出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
⑤ その他JLPGAの名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
⑥ 法律、命令、規則その他の法令（条例を含む。）に違反する行為

第11条（競技短縮又は延期）
天候あるいは社会的事情により競技消化が不可能であるとJLPGAが判断した場合、競技は短縮又は延期されること
がある。

第12条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速や
かに理事会に報告する。

第13条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者（以下「選手」という。）に関し定めた規則であり、選手は以下に定める練習規
則及び選手の心得（以下「本規則」という。）を遵守しなければならない。
トーナメント事業部は、選手が本規則に違反したときは、当該選手に対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定
に従って罰則を科すことができる。

練習規則

1. 選手は、JLPGAトーナメントの各競技の開催期間中の当該開催コースにおける練習（練習ラウンド及びプロアマ
競技は除く。）については、指定練習場（JLPGAトーナメントの各競技において、競技委員会が練習場として指定し
たドライビングレンジ、アプローチ練習場及び練習パッティンググリーンをいう。以下同じ。）以外で行ってはならな
い。また、指定練習場の使用及び練習ラウンドにおいては、定められた練習時間を厳守しなければならない。

2. 指定練習場の使用及び練習ラウンドをすることができる者は、当該競技の出場選手及び現地ウェイティング登録
者とする。

3. 練習ラウンドにおいて、練習ショットは2球までとする。
4. 練習ラウンドにおいて、後続の組が待っているときは、パッティング、アプローチ及びバンカーの練習は禁止とする。
5. 練習ラウンドにおいて、選手は、帯同コーチやプロサービスなど、トーナメント事業部が事前に認めた者を除き、帯

同させることができないものとする。
6. 選手が、練習パッティンググリーンにおいて、使用できるボールは3個までとし、ボールの受け取り行為を禁止する。

ただし、ホールアウト後はキャディーのみボールを受け取ることができる。
7. プロアマ競技において、選手個人の練習ショットは禁止とする。ただし、パッティンググリーン上において、同伴アマ

チュアプレーヤー全員がホールアウトし、後続の組のプレーに影響がない場合に限り、パッティング練習及びアプ
ローチ練習は認めるものとする。

8. コースチェックを希望する選手は、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。ただし、
本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当該競
技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

9. 険悪な気象状況のためにプレーが中断となっている場合、競技委員会から許可があるまでは全ての練習場での
練習を禁止する。

10.  JLPGAツアーの各競技の開催期間中にパッティンググリーンを計測する機器（傾斜、スピード、硬度、水分量など）
でコースのパッティンググリーンを計測することは禁止とする。ただし、練習パッティンググリーンでの使用は認め
るものとする。

選手の心得

1.  選手は、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、模範的プロフェッショナル・ゴルフ選手として振舞わなければ
ならない。

2.  選手は、ゴルフコースにおいて、クラブを投げる、汚い言葉を使う、故意にゴルフコースを傷つける行為など、
スポーツマンシップに違反するような言動をしてはならない。

3.  選手は、自己の健康管理について、十分気をつけた上で競技に参加しなければならない。
4.  JLPGAトーナメントの各競技の最終日に表彰式出席者として掲示又は指名された選手は、表彰式及びフェアウェ

ルパーティーに出席しなければならない。
5.  選手は、出来る限りギャラリーサービスに努めなければならない。また、選手は、悪天候により競技が中止となっ

た場合、主催者からの要請があればギャラリーサービスに協力しなければならない。
6.  JLPGAトーナメントの各競技の優勝者は、待機しているギャラリーから求められたサインサービス等に対して、快

く応じなければならない。応じることができない特段の理由がある場合は、当該優勝者が自らギャラリーにその旨
を説明し、理解を得なければならない。

7.  選手は、報道目的であるメディア、JLPGA及びJLPGAより許可を受けた者より、取材を求められた場合、これに応
じなければならない。

8.  選手は、コンテスタントバッジ、カーパーク等を他の人に譲渡又は貸与してはならない。
9.  選手は、ファミリーバッジを、自己の責任において、自己の家族や近親者に使用させることができるものとし、当該

選手は、ファミリーバッジを使用する者のJLPGAトーナメントの会場における言動について一切の責任を負うも
のとする。また、自身が出場しないJLPGAトーナメントにおいては、ファミリーバッジを使用してはならないものと
する。

10.  選手は、服装、髪型、化粧などに気をつけ、女性ゴルファーらしいみだしなみを心がけなければならない。
11.  選手は、JLPGAトーナメントの会場で、ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア並

びにポケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。
選手が、トレーナーを着る場合は、襟を出すか上着を着なければならない。選手は、ミュール及びサンダルを着用し
てはならず、スニーカーについては、トーナメントの会場がその着用を禁止している場合には、着用してはならない。

12.  選手は、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。ただし入退場時
を含むクラブハウス内においては、上着を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツ
でなくても着用することができる。

13.  選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起させる
と認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タトゥーを
施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。なお、当該選
手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

14.  選手は、前夜祭会場内でジーンズ及びスニーカーの着用をしてはならない。前夜祭会場内でTシャツを着用する
場合は、女性らしいファッション性のあるものか、上着を着用することが望ましい。

15.  選手は、前夜祭会場内及びプロアマ表彰式では、緊急時以外は携帯電話（スマートフォンを含む。）を使用しては
ならない。

16.  プロアマ競技に出場する選手は、同伴アマチュアプレーヤーへのレッスンを、進行を見極めた上で可能な限り対
応しなければならない。

17.  選手は、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をしてはな
らない。

18.  日本語対応に支障がある選手は、前夜祭及びプロアマ競技のゲストとのコミュニケーション、競技中のルーリン
グ、メディア対応に備えて、日本語の通訳ができる通訳者を、当該選手自身の責任及び費用において1人以上選定
し、JLPGAトーナメントの競技に帯同しなければならない。通訳者を帯同する期間は、プロアマ出場選手及び待機
選手においては前夜祭から、その他の選手においてはJLPGAトーナメントの各競技の本戦の第1日目からとする。
通訳者の服装は、帯同する表彰式やインタビューなどを考慮して、本規則第11条ないし第14条に定める服装の規
定を遵守させるものとし、通訳者に関する一切の責任は、帯同する選手が負うものとする。

19.  JLPGAに提出する診断書その他の書面が外国語で記載されている場合、当該書面を提出する選手は、必ず日本
語に訳した文書を添付しなければならない。

20.  TP登録者は、JLPGAを通してゴルファー保険に加入しなければならない。
21.  選手は、JLPGAトーナメントの各競技への出場にあたり、主催者またはこれに関連する団体などから、公表された

賞金、特別賞などを除いて、現金その他の報酬を要求または受領してはならない。ただし、プロアマ競技出場料、
その他トーナメント事業部が認めたものは、この限りではない。

22.  選手は、自己の荷物を、自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所がある場
合は、その指示に従わなければならない。

23.  選手は、使用する飲料や私物を宿泊場所に送付するものとする。JLPGAトーナメントの会場への着払い宅配便は
禁止とする。JLPGAトーナメントの会場に私物や忘れ物が放置されている場合は、JLPGAトーナメントの開催期
間中であっても、トーナメント事業部は、当該物を廃棄又は着払いにて当該選手に返送することができる。ロッカー
内においても、他の選手の迷惑にならないよう必要最小限の私物とサイズで利用するものとする。

24.  選手セミナー及び選手ミーティングが開催される競技に出場するTP登録者は、当該選手セミナー及び選手ミー
ティングに出席しなければならない。ただしトーナメント事業部に連絡し、その承認を得た場合はこの限りでない。

25.  選手は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。
26.  選手はJLPGAトーナメントの各競技の開催期間中に当該JLPGAトーナメントの会場において、飲酒をしてはなら

ない。ただし、前夜祭の会場においては、当日に車両等を運転しない場合に限り、飲酒可とする。

 

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者の帯同キャディー（以下「キャディー」という。）に関し定めた規則であり、キ
ャディーは、本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定を遵守しなければならない。トーナメン
ト事業部は、キャディーが本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定に違反したときは、当該キ
ャディーに対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すことができる。また、キャディーに関する
一切の責任は、当該キャディーを帯同した選手が負うものとし、キャディーが本規則に違反したときは、トーナメント事
業部は、当該キャディーを帯同した選手に対しても、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すこと
ができる。

1. 本規則は、JLPGAトーナメントの練習ラウンド、プロアマ競技、大会本戦に携わる全てのキャディーに適用される。
2. キャディーは、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、他のプレーヤーに対しても心くばりを忘れず、スポー

ツマンシップに違反するような言動をしてはならない。
3. トーナメント事業部が、キャディーについて、エチケット、マナー、着用物、身だしなみ、風紀を乱す等の理由により、

JLPGAトーナメントのキャディーとして適切でないと判断した場合、トーナメント事業部は当該キャディーに対し
てトーナメント会場からの退去、または着用物の交換の指示をするなど必要な措置を講ずることができる。

4. キャディーは、その帯同するJLPGAトーナメントに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映
画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその帯同トーナメントに関
する肖像権、著作権をすべてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本項が適用される期間は、当該帯同トーナメン
トの指定練習日から本戦が終了する日までとし、本条が適用される場所は、当該帯同トーナメントの開催会場内
とする。

5. キャディーは、JLPGAが定めたコンプライアンス・倫理規程を遵守しなければならない。
（http://www.JLPGA.or.jp/about/compliance/参照）

6. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、JLPGAが定める受付日及び受付時間内に、当該競技の会場
内のJLPGAルームにおいて、キャディー最終登録を行わなければならない。

7. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等がある場
合、着用しなければならない。定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等に所定の着用物以外を着用して
はならず、または広告物を装着若しくは貼付してはならない。

8. JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャル帽子がある場合の着用ルールは次の通りとする。
① オフィシャル帽子に広告物を装着若しくは貼付してはならない。
② オフィシャル帽子を着用できない者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
③ 熱中症対策の観点等から、オフィシャル帽子と形状の異なる帽子（例えばオフィシャル帽子がキャップタイプの

時にハットタイプを被りたい等）を着用したい者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
④ 帽子を着用したくない者は、無帽を認める。

9. キャディーが着用する衣類は、黒、白、グレー、青、紺、ベージュ系の色を基調とする。（華美にならない範囲でボー
ダー等の柄も可とする。）衣類のメーカー識別表示（ロゴマーク）のサイズは30㎠以内とする。

10. キャディーは、Tシャツ、極端に短いショートパンツ、水着やジムショーツの類、ジーンズ、迷彩柄のウェア並びにポ
ケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む。）を着用してはならない。

11. キャディーは、平らなゴム底のシューズ又はノンメタルスパイクシューズを着用しなければならず、メタルスパイク
シューズを着用してはならない。

12. キャディーは、指定練習場において、他の選手の練習に支障のないようにしなければならない。
13. キャディーはJLPGAトーナメントの会場内において、カメラ・ビデオカメラ等で撮影をしてはならない。ただし指定

練習場や指定練習ラウンドにおいて、帯同する選手のスイングチェックを目的とした撮影のみできるものとする。
14. キャディー向けのインフォメーションボードがある場合、キャディーは、その内容を各日必ず確認しなければなら

ない。
15. キャディーは、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をして

はならない。
16. キャディーは、ラウンド中、砂袋とスコップ又はそれに類するものを携帯し、必ず目土をしなければならない。帯同

キャディーについては、必要な備品（雨具、タオル、傘、バッグカバーなど）は、各競技の開催コースから借用せず
に、帯同する選手の責任において準備しなければならない。

17. キャディーは、JLPGAトーナメント会場ごとに定められた利用禁止エリアを把握し、トーナメント事業部の特別の
許可なしに選手ロッカーなどの利用禁止エリアに立ち入ることはできない。ただし、キャディーがJLPGA会員であ

る場合は、この限りではない。
18. キャディーは、主催者が許可した場合を除き、前夜祭及びプロアマ競技表彰式に出席することはできない。
19. キャディーは、キャディーウェアを着用したままで、選手食堂を利用することはできない。主催者は、キャディーが選

手食堂に入室することを禁止することができる。
20. キャディーは、自己の荷物を、各自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所が

ある場合は、その指示に従わなければならない。
21. コースチェックを希望するキャディーは、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。

ただし、本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当
該競技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

22. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該競技の指定練習日初
日以降、当該競技が終了するまでの間、当該競技の開催コース及び指定練習場でプレー及び練習をしてはならな
い。ただし、当該競技の出場選手のキャディーとして登録される以前のプレーについては、この限りではない。

23. JLPGAトーナメントの競技の本戦出場選手が、当該JLPGAトーナメントの主催者推薦選手選考会及び当該
JLPGAトーナメントの競技のキャディーをすることはできない。ただし、主催者推薦選手選考会のキャディーが、現
地ウェイティングシステムにより本戦出場選手となった場合は除く。

24. 主催者推薦選手選考会に出場し、当該競技の出場資格を得ることができなかった者は、当該主催者推薦選手選
考会を開催した当該競技のキャディーをすることができるものとする。

25. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該JLPGAトーナメントの
プロアマ競技に、プレーヤーとして出場することはできない。

26. キャディ―は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。

第1条（目的）
本規定は、JLPGAトーナメントに関する罰則について定めることを目的とする。

第2条（対象者）
本規定は、次に掲げる者（以下「選手等」と総称する。）に適用する。

① 選手（JLPGAトーナメントに出場する者をいう。）
② 帯同キャディー
③ コーチ
④ トレーナー
⑤ マネージャー
⑥ プロサービス
⑦ その他選手の関係者

第3条（罰則の種類）
JLPGAは、次条に定める違反行為をした者（以下「違反者」という。）に対して、その内容及び情状に応じて、次の各号
の罰則を科し、又は併科することができる。

① 注意
 口頭もしくは書面による注意を行う。
② けん責
 始末書を提出させる。　
③ 罰金
 一定の金額をプレーヤーズ委員会口座（チャリティ特定資産）へ納付させる。
④ 出場停止又は職務停止
 一定期間のJLPGAトーナメントへの出場を禁止し又はJLPGAにおける職務を停止する。　
⑤ 除名

第4条（違反行為）
前条の違反行為とは、選手などが行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

① JLPGAトーナメント規約、JLPGAツアー規定及びその他JLPGAトーナメント規約に付随する諸規定に違反すること。
② JLPGAが指定するイベント、セミナー等の出席義務に違反すること。　

第5条（罰則の決定方法）
トーナメント事業部は、違反者に対し、弁明の機会を与えた上で、罰則を科すことができる。

第6条（罰則の基準）
違反者に対する罰則の基準は、【別紙】「罰則基準」の通りとし、各違反回数は当該年度を通しての合計数とする。ただ
し、規定の違反回数を超えた場合又は個別の事案の内容によっては、【別紙】「罰則基準」に掲げる罰則以外を科すこ
とができるものとする。

第7条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速
やかに理事会に報告する。

第8条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。

【別紙】「罰則基準」

違反者に対する罰則の基準は、次の通りとする。ただし、個別の事案の内容によっては、本罰則基準に掲げる罰則以外を
科すことができるものとする。なお、本罰則基準に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るもの
であり、これらについては本罰則基準に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。

1. JLPGAトーナメント規約第9条、第10条及び練習規則・選手の心得に違反する行為
① 注意
② 5万円以上の罰金
③ 一定期間の出場停止

2. 前夜祭の遅刻（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：注意
② 2回目：1万円の罰金
③ 3回目：3万円の罰金
④ 4回目：5万円の罰金

3. 前夜祭の欠席（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金

4. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場可の場合
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金
⑤ 5回目：本戦出場不可

5. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場不可の場合（ただしステップ・アップ・ツアー後プロアマを除く）
① プロアマ競技欠場者として扱い、その処遇はJLPGAツアー規定第36条第2項及びステップ規定第25条第2項 
 の定めに従うものとする。

6. ステップ・アップ・ツアーの後プロアマにおけるプロアマ出場選手の欠場及び遅刻（JLPGAステップ・アップ・ツアー
規定第27条第8項）※プロアマ競技出場不可の場合
① 100万円以下の罰金

7. プロアマ競技の待機選手の遅刻（JLPGAツアー規定第37条第7項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第26
条第7項）※練習は不可
① 1回目：注意
② 2回目：3万円の罰金
③ 3回目：5万円の罰金
④ 4回目：7万円の罰金
⑤ 5回目：10万円の罰金

8. プロアマ競技の待機選手の交替拒否又は待機拒否（JLPGAツアー規定第37条第13項及びJLPGAステップ・アッ
プ・ツアー規定第26条第11項）※やむを得ない事情でない場合
① 1回目：5万円の罰金
② 2回目：10万円の罰金
③ 3回目：20万円の罰金

9. 表彰式、フェアウェルパーティーに出席を要請された選手の欠席
① 5万円の罰金
② 複数回：500万円以下の罰金又は一定期間の出場停止

10. ステップ・アップ・ツアーの表彰式に欠席　※表彰式列席者以外の場合
① 1万円の罰金

11. エントリー完了後の出場義務違反
① JLPGAに連絡をした上で、JLPGAツアー規定第22条、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条及びJLPGA

レジェンズツアー規定第18条に定める所定の手続きをしなかった場合：100万円以下の罰金

② JLPGAに連絡をした上で、他競技・イベント等に出場して、エントリー完了後の出場義務違反をした場合（二重
エントリー）：300万円以下の罰金

③ JLPGAに連絡をせずに、エントリー完了後の出場義務違反をした場合：500万円以下の罰金
12. 単年シード選手の前年度欠場競技の出場義務違反（JLPGAツアー規定第24条）

 ① 100万円の罰金
13. JLPGAツアーの競技優勝者の、翌年度出場義務違反（JLPGAツアー規定第25条）
 ① 100万円の罰金
14.海外競技出場届け出の違反（JLPGAツアー規定第28条第4項）

 ① 1～2回目：注意
 ② 3回目：1万円の罰金
 ③ 4回目：3万円の罰金
 ④ 5回目：5万円の罰金

15. シード選手の海外競技各年度2競技制限の違反（JLPGAツアー規定第28条第2項第3号）
 ① 100万円の罰金

16. コンテスタントバッジ等の貸出し同意事項の違反及びファミリーバッジの使用に関する違反（JLPGAツアー規定第
31条第5項、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第20条第6項及び選手の心得第8項）
 ① 注意
 ② 5万円以上の罰金
 ③ バッジの使用停止

17. 現地ウェイティングシステムによる出場資格獲得者がJLPGAに連絡せずに出場義務違反（JLPGAツアー規定第32
条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第21条第4項
 ① 1回目：5万円の罰金
 ② 2回目：10万円の罰金
 ③ 3回目：一定期間の出場停止

18. 帯同キャディーのキャディー規則の違反
① 帯同した選手への注意
② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ 帯同キャディーへの注意
④ 帯同キャディーへの罰金（100万円以下）
⑤ 帯同キャディーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

19. コーチのJLPGAコーチ規定の違反
 ① 帯同した選手への注意
 ② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ コーチへの注意
④ コーチへの罰金（100万円以下）
⑤ コーチの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

20. トレーナーのJLPGAトレーナー規定の違反
 ① 選手への注意
 ② 選手への罰金（100万円以下）
 ③ トレーナーへの注意
④ トレーナーへの罰金（100万円以下）
⑤ トレーナーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

21. マネージャーのJLPGAマネージャー規定の違反
 ① 契約選手への注意
 ② 契約選手への罰金（100万円以下）
 ③ マネージャーへの注意
④ マネージャーへの罰金（100万円以下）
⑤ マネージャーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

22. 選手セミナー及び選手ミーティングに関する違反
 ① 遅刻（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：1万円の罰金
 ② 欠席（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：3万円の罰金

■ 選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項

JLPGAトーナメント罰則規定にかかわらず、選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項に違反した者（以下「違反
者」という。）は、以下に従い、罰則が科せられるものとする。

1.  JLPGAは違反者があると認めるときは、当該違反者に対し、違反通告書（違反行為となるべき事実の要旨を記載
した書面をいう。）を交付し、以下の累積違反罰の表に従い、違反回数に応じて、反省文の提出又は罰金の支払い
を通告するものとする。

2.  前項の通告を受けた者は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、前項の違反通告書で通告され
た反省文の提出又は罰金の納付をすることができる。

3.  前項の規定により反省文を提出又は罰金を納付した者は、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナ
メント罰則規定に基づく罰則を科されないものとする。

4.  第1項の通告を受けた者が第2項で定める期限内に違反通告書で通告された反省文の提出又は罰金の納付をし
ない場合、JLPGAは、当該者に対し、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナメント罰則規定に従
い、罰則を科すことができる。

5.  JLPGAは、選手が選手の心得第17項に違反をした場合、選手のみに対して第1項の通告をし、帯同キャディーが帯
同キャディー規則第15項に違反をした場合、帯同キャディーのみに対して第1項の通告をするものとする。

■ 累積違反罰

※1： 違反回数は、同一シーズンにおいて違反通告書を受けた回数を累積し、シーズン終了時に違反回数はリセット
　され、翌シーズンに引き継がれない。また、JLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアー及びJLPGAツアーに
　おけるそれぞれの違反回数を合算する。

※2： 「反省文」とは、違反通告書に記載された事実に関する経緯、理由、及び今後の対応を記載した書面をいう。



第4条（次ステージ進出者）
1. 第1次予選及び第2次予選からは、各会場上位者が次ステージへ進出する。
2. 各会場から次のステージへ進出できる順位は、各会場で掲示を行う。
3. 各会場で競技が終了し、次ステージ進出者が発表された後は、いかなる場合においても次順位の繰り上げは行

わない。

第5条（合格者）
1. 最終プロテストの競技終了時点で上位20位タイまでの者を、合格者とする。
2. 合格者は別途定めるJLPGAへの入会の手続きをすることにより、JLPGAへの入会を承認されることができるもの

とする。
3. 前項により入会を承認された者には、翌年度のステップ・アップ・ツアー競技（ステップ・アップ・ツアー特別競技は

含まない。）の出場資格を付与する。
4. 本条第2項により入会を承認された者には、当該年度のJLPGA新人戦の出場資格を付与する。
5. 本条第2項により入会を承認された者は、翌年度に開催されるルーキーキャンプに参加しなければならない。
6. 本条第2項により入会を承認された者は、合格年度より受講回数が2回に満つるまで新人セミナーを受講しなけ

ればならない。

第6条（受験申込）
1. JLPGAプロテスト受験を希望する者（以下「受験希望者」という。）は、受験申込（以下「申込」という。）の手続き

をマイページ（JLPGAがTP登録者及び臨時登録者のために開設するJLPGAトーナメント専用ウェブサイトをい
う。）にて行うものとする。

2. 受験希望者は、各ステージでJLPGAが定める方法、締め切り日までに申込の手続きを行わなければならない。締
め切り日以降の申込は、理由の如何を問わず一切受け付けない。

3. 受験希望者は、各々に指定されている締め切り日までにマイページで所定の手続きに従いクレジット決済又は
コンビニ（受付番号方式）決済のいずれかにより受験料を支払わなければならない。

4. JLPGAプロテストの各ステージの受験料は、それぞれ次の表に定める通りとする。

5. 申込受け付け後の受験料は、JLPGAが別途定める期日までに、JLPGAに申込の取り消しを申し出た場合を除き
返還されないものとする。

6. 受験希望者の申込の内容に虚偽の記載又は誤りがあった場合には、その事実が発覚した時点で受験資格を失う
ものとする。

7. 受験希望者の申込の手続きの確認は、選手自身が自己の責任において行うものとし、JLPGAはその責任を負わ
ないものとする。

8. 受験希望者への申込受け付け後の、JLPGAからのJLPGAプロテストに関する通達は、原則マイページにて行うも
のとし、受験希望者が確認を怠り、通達を確認できなかったとしても、JLPGAはその責任を負わないものとする。

9. 受験希望者は、申込に際してJLPGAが取得する当該受験希望者の個人情報を、次に各号の目的の範囲内で第三
者に提供及び公表することについて、予め同意することを要する。
① JLPGAトーナメント規約第5条に定めるJLPGAトーナメント、QT規定に定めるQT、JLPGAプロテスト、その他

競技（以下「対象競技」という。）の開催及び運営を行うため
② 対象競技の運営管理業務上必要とされる通知、照会、請求、案内、広報等の連絡を行うため
③ 対象競技結果記録の保存及び公表するため
④ 対象競技参加者の氏名、所属及び競技結果を、主催者その他関係者（報道関係者を含むがこれに限らない）

に対して適宜の方法により提供するため
⑤ 対象競技参加者の氏名、国籍、生年月日及び競技結果を、女子ゴルフ世界ランキング及びオリンピックゴルフ

ランキングに対して適宜の方法により提供するため

なお、外国にある第三者への個人情報の提供に関する情報は、以下のとおりである。
（1）外国の名称

・  アメリカ合衆国（女子ゴルフ世界ランキング）
・  スイス連邦（オリンピックゴルフランキング）

（2）当該外国における個人情報の保護に関する制度
・  アメリカ合衆国

APECのCBPRシステムの加盟国である。
・  スイス連邦

GDPR第45条に基づく十分性認定の取得国である。
  ＊  上記以外の情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
　  （ https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/ ）からご確認ください。 

（3）当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
・  WOMEN’S WORLD GOLF RANKINGS（アメリカ合衆国）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。
・  The International Golf Federation（スイス連邦）

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。

第7条（レジストレーション）
1. JLPGAプロテストに出場する選手（以下「選手」という。）は、当該競技の本戦の第1日目の前日（指定練習日）の

第1組スタート1時間前から午後5時まで（ただしJLPGAは、受付開始時間を予告なく早めることがある。）に、当該
競技の会場内のJLPGAルームにおいて、当該競技出場を最終確認するためのレジストレーションを行わなければ
ならない。

2. 前項のレジストレーションを行わない者は、当該競技の受験資格を失い、当該競技に出場することができないも
のとする。

第8条（肖像権・放送権等）
選手は、その出場するJLPGAプロテストに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラ
ジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場競技に関する肖像権、著作権をす
べてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、当該出場競技の指定練習日から本戦が終了する
日までとし、本条が適用される場所は、当該出場競技の実施会場内とする。

第9条（ルール・マナー）
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JLPGAは、第10条の定めにかかわらず、選手が本条に違反した場
合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。

① 指定練習日以外にプレーを希望する者は、必ずゴルフ場に問い合わせて確認し、一般プレーヤーに迷惑を掛
けないようプレーをすること。（球を2球打つことや、後続組を待たせてホールアウトしたグリーンで練習をして
はいけない。）

② 選手は、JLPGAプロテスト会場に来場する際は、必ず上着（ブレザー、ジャケット等）を着用しなければならな
い。またスニーカーは着用してはならない。

③ 選手は、JLPGAプロテスト会場でゴルファーとして望ましいウェアでプレーしなければならない。Tシャツ類、
ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア、ポケットが膨らむヒダ付きカーゴタ
イプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。

④ 日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる通訳者を帯同しなければならない。
⑤ 選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起さ

せると認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タ
トゥーを施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。
なお、当該選手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

⑥ プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない。
⑦ その他、JLPGAが各ステージ及び各会場で定める事項。

第10条（禁止事項）
JLPGAプロテストに出場した者（申込をしたが出場しなかった者を含む。以下本条内において「プロテスト出場者」と
いう。）が、次の行為をしたとJLPGAが認めるときは、JLPGAは、当該プロテスト出場者に対し、口頭又は書面により意
見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上で、JLPGAプロテストその他のJLPGAの競技への一定期間の出場の禁
止又は出場資格の取消その他の処分を科すことができる。

① 本規定、申込要項及び実施要項その他JLPGAの規定に違反する行為
② 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび競技の条件に違反する行為
③ 正当な理由なしに競技を欠場又は棄権する行為

④ プロテスト出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
⑤ その他JLPGAの名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
⑥ 法律、命令、規則その他の法令（条例を含む。）に違反する行為

第11条（競技短縮又は延期）
天候あるいは社会的事情により競技消化が不可能であるとJLPGAが判断した場合、競技は短縮又は延期されること
がある。

第12条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速や
かに理事会に報告する。

第13条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。
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本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者（以下「選手」という。）に関し定めた規則であり、選手は以下に定める練習規
則及び選手の心得（以下「本規則」という。）を遵守しなければならない。
トーナメント事業部は、選手が本規則に違反したときは、当該選手に対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定
に従って罰則を科すことができる。

練習規則

1. 選手は、JLPGAトーナメントの各競技の開催期間中の当該開催コースにおける練習（練習ラウンド及びプロアマ
競技は除く。）については、指定練習場（JLPGAトーナメントの各競技において、競技委員会が練習場として指定し
たドライビングレンジ、アプローチ練習場及び練習パッティンググリーンをいう。以下同じ。）以外で行ってはならな
い。また、指定練習場の使用及び練習ラウンドにおいては、定められた練習時間を厳守しなければならない。

2. 指定練習場の使用及び練習ラウンドをすることができる者は、当該競技の出場選手及び現地ウェイティング登録
者とする。

3. 練習ラウンドにおいて、練習ショットは2球までとする。
4. 練習ラウンドにおいて、後続の組が待っているときは、パッティング、アプローチ及びバンカーの練習は禁止とする。
5. 練習ラウンドにおいて、選手は、帯同コーチやプロサービスなど、トーナメント事業部が事前に認めた者を除き、帯

同させることができないものとする。
6. 選手が、練習パッティンググリーンにおいて、使用できるボールは3個までとし、ボールの受け取り行為を禁止する。

ただし、ホールアウト後はキャディーのみボールを受け取ることができる。
7. プロアマ競技において、選手個人の練習ショットは禁止とする。ただし、パッティンググリーン上において、同伴アマ

チュアプレーヤー全員がホールアウトし、後続の組のプレーに影響がない場合に限り、パッティング練習及びアプ
ローチ練習は認めるものとする。

8. コースチェックを希望する選手は、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。ただし、
本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当該競
技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

9. 険悪な気象状況のためにプレーが中断となっている場合、競技委員会から許可があるまでは全ての練習場での
練習を禁止する。

10.  JLPGAツアーの各競技の開催期間中にパッティンググリーンを計測する機器（傾斜、スピード、硬度、水分量など）
でコースのパッティンググリーンを計測することは禁止とする。ただし、練習パッティンググリーンでの使用は認め
るものとする。

選手の心得

1.  選手は、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、模範的プロフェッショナル・ゴルフ選手として振舞わなければ
ならない。

2.  選手は、ゴルフコースにおいて、クラブを投げる、汚い言葉を使う、故意にゴルフコースを傷つける行為など、
スポーツマンシップに違反するような言動をしてはならない。

3.  選手は、自己の健康管理について、十分気をつけた上で競技に参加しなければならない。
4.  JLPGAトーナメントの各競技の最終日に表彰式出席者として掲示又は指名された選手は、表彰式及びフェアウェ

ルパーティーに出席しなければならない。
5.  選手は、出来る限りギャラリーサービスに努めなければならない。また、選手は、悪天候により競技が中止となっ

た場合、主催者からの要請があればギャラリーサービスに協力しなければならない。
6.  JLPGAトーナメントの各競技の優勝者は、待機しているギャラリーから求められたサインサービス等に対して、快

く応じなければならない。応じることができない特段の理由がある場合は、当該優勝者が自らギャラリーにその旨
を説明し、理解を得なければならない。

7.  選手は、報道目的であるメディア、JLPGA及びJLPGAより許可を受けた者より、取材を求められた場合、これに応
じなければならない。

8.  選手は、コンテスタントバッジ、カーパーク等を他の人に譲渡又は貸与してはならない。
9.  選手は、ファミリーバッジを、自己の責任において、自己の家族や近親者に使用させることができるものとし、当該

選手は、ファミリーバッジを使用する者のJLPGAトーナメントの会場における言動について一切の責任を負うも
のとする。また、自身が出場しないJLPGAトーナメントにおいては、ファミリーバッジを使用してはならないものと
する。

10.  選手は、服装、髪型、化粧などに気をつけ、女性ゴルファーらしいみだしなみを心がけなければならない。
11.  選手は、JLPGAトーナメントの会場で、ジーンズ、カーキ系の色を基調とし戦闘服を想起させる迷彩柄のウェア並

びにポケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む）を着用してはならない。
選手が、トレーナーを着る場合は、襟を出すか上着を着なければならない。選手は、ミュール及びサンダルを着用し
てはならず、スニーカーについては、トーナメントの会場がその着用を禁止している場合には、着用してはならない。

12.  選手は、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。ただし入退場時
を含むクラブハウス内においては、上着を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツ
でなくても着用することができる。

13.  選手は、反社会的勢力を想起させる入れ墨、タトゥーを施してはならない。JLPGAが反社会的勢力を想起させる
と認めた場合、即座に退場を命ずる事がある。また、反社会的勢力を想起させるものではない入れ墨、タトゥーを
施している選手は、入れ墨、タトゥーをファンデーションやシールなどで隠さなければならならない。なお、当該選
手は、浴室などの施設の利用を制限される場合もある。

14.  選手は、前夜祭会場内でジーンズ及びスニーカーの着用をしてはならない。前夜祭会場内でTシャツを着用する
場合は、女性らしいファッション性のあるものか、上着を着用することが望ましい。

15.  選手は、前夜祭会場内及びプロアマ表彰式では、緊急時以外は携帯電話（スマートフォンを含む。）を使用しては
ならない。

16.  プロアマ競技に出場する選手は、同伴アマチュアプレーヤーへのレッスンを、進行を見極めた上で可能な限り対
応しなければならない。

17.  選手は、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をしてはな
らない。

18.  日本語対応に支障がある選手は、前夜祭及びプロアマ競技のゲストとのコミュニケーション、競技中のルーリン
グ、メディア対応に備えて、日本語の通訳ができる通訳者を、当該選手自身の責任及び費用において1人以上選定
し、JLPGAトーナメントの競技に帯同しなければならない。通訳者を帯同する期間は、プロアマ出場選手及び待機
選手においては前夜祭から、その他の選手においてはJLPGAトーナメントの各競技の本戦の第1日目からとする。
通訳者の服装は、帯同する表彰式やインタビューなどを考慮して、本規則第11条ないし第14条に定める服装の規
定を遵守させるものとし、通訳者に関する一切の責任は、帯同する選手が負うものとする。

19.  JLPGAに提出する診断書その他の書面が外国語で記載されている場合、当該書面を提出する選手は、必ず日本
語に訳した文書を添付しなければならない。

20.  TP登録者は、JLPGAを通してゴルファー保険に加入しなければならない。
21.  選手は、JLPGAトーナメントの各競技への出場にあたり、主催者またはこれに関連する団体などから、公表された

賞金、特別賞などを除いて、現金その他の報酬を要求または受領してはならない。ただし、プロアマ競技出場料、
その他トーナメント事業部が認めたものは、この限りではない。

22.  選手は、自己の荷物を、自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所がある場
合は、その指示に従わなければならない。

23.  選手は、使用する飲料や私物を宿泊場所に送付するものとする。JLPGAトーナメントの会場への着払い宅配便は
禁止とする。JLPGAトーナメントの会場に私物や忘れ物が放置されている場合は、JLPGAトーナメントの開催期
間中であっても、トーナメント事業部は、当該物を廃棄又は着払いにて当該選手に返送することができる。ロッカー
内においても、他の選手の迷惑にならないよう必要最小限の私物とサイズで利用するものとする。

24.  選手セミナー及び選手ミーティングが開催される競技に出場するTP登録者は、当該選手セミナー及び選手ミー
ティングに出席しなければならない。ただしトーナメント事業部に連絡し、その承認を得た場合はこの限りでない。

25.  選手は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。
26.  選手はJLPGAトーナメントの各競技の開催期間中に当該JLPGAトーナメントの会場において、飲酒をしてはなら

ない。ただし、前夜祭の会場においては、当日に車両等を運転しない場合に限り、飲酒可とする。

 

本規則は、JLPGAトーナメントに出場する者の帯同キャディー（以下「キャディー」という。）に関し定めた規則であり、キ
ャディーは、本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定を遵守しなければならない。トーナメン
ト事業部は、キャディーが本規則及びJLPGAトーナメントの各競技において定められる規定に違反したときは、当該キ
ャディーに対して、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すことができる。また、キャディーに関する
一切の責任は、当該キャディーを帯同した選手が負うものとし、キャディーが本規則に違反したときは、トーナメント事
業部は、当該キャディーを帯同した選手に対しても、別途定めるJLPGAトーナメント罰則規定に従って罰則を科すこと
ができる。

1. 本規則は、JLPGAトーナメントの練習ラウンド、プロアマ競技、大会本戦に携わる全てのキャディーに適用される。
2. キャディーは、いかなる時でもエチケットとマナーを守り、他のプレーヤーに対しても心くばりを忘れず、スポー

ツマンシップに違反するような言動をしてはならない。
3. トーナメント事業部が、キャディーについて、エチケット、マナー、着用物、身だしなみ、風紀を乱す等の理由により、

JLPGAトーナメントのキャディーとして適切でないと判断した場合、トーナメント事業部は当該キャディーに対し
てトーナメント会場からの退去、または着用物の交換の指示をするなど必要な措置を講ずることができる。

4. キャディーは、その帯同するJLPGAトーナメントに関して、JLPGA又はJLPGAの許可を受けた者により、写真、映
画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその帯同トーナメントに関
する肖像権、著作権をすべてJLPGAに譲渡するものとする。なお、本項が適用される期間は、当該帯同トーナメン
トの指定練習日から本戦が終了する日までとし、本条が適用される場所は、当該帯同トーナメントの開催会場内
とする。

5. キャディーは、JLPGAが定めたコンプライアンス・倫理規程を遵守しなければならない。
（http://www.JLPGA.or.jp/about/compliance/参照）

6. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、JLPGAが定める受付日及び受付時間内に、当該競技の会場
内のJLPGAルームにおいて、キャディー最終登録を行わなければならない。

7. キャディーは、JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等がある場
合、着用しなければならない。定められたオフィシャルバッジ、ウェア、ポンチョ等に所定の着用物以外を着用して
はならず、または広告物を装着若しくは貼付してはならない。

8. JLPGAトーナメントの各競技において、定められたオフィシャル帽子がある場合の着用ルールは次の通りとする。
① オフィシャル帽子に広告物を装着若しくは貼付してはならない。
② オフィシャル帽子を着用できない者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
③ 熱中症対策の観点等から、オフィシャル帽子と形状の異なる帽子（例えばオフィシャル帽子がキャップタイプの

時にハットタイプを被りたい等）を着用したい者は、自身で持参した無地の帽子を着用することができる。
④ 帽子を着用したくない者は、無帽を認める。

9. キャディーが着用する衣類は、黒、白、グレー、青、紺、ベージュ系の色を基調とする。（華美にならない範囲でボー
ダー等の柄も可とする。）衣類のメーカー識別表示（ロゴマーク）のサイズは30㎠以内とする。

10. キャディーは、Tシャツ、極端に短いショートパンツ、水着やジムショーツの類、ジーンズ、迷彩柄のウェア並びにポ
ケットが膨らむヒダつきカーゴタイプのパンツ及びスカート（レインウェアを含む。）を着用してはならない。

11. キャディーは、平らなゴム底のシューズ又はノンメタルスパイクシューズを着用しなければならず、メタルスパイク
シューズを着用してはならない。

12. キャディーは、指定練習場において、他の選手の練習に支障のないようにしなければならない。
13. キャディーはJLPGAトーナメントの会場内において、カメラ・ビデオカメラ等で撮影をしてはならない。ただし指定

練習場や指定練習ラウンドにおいて、帯同する選手のスイングチェックを目的とした撮影のみできるものとする。
14. キャディー向けのインフォメーションボードがある場合、キャディーは、その内容を各日必ず確認しなければなら

ない。
15. キャディーは、JLPGAトーナメントの会場において、定められた喫煙場所以外で喫煙（加熱式タバコを含む）をして

はならない。
16. キャディーは、ラウンド中、砂袋とスコップ又はそれに類するものを携帯し、必ず目土をしなければならない。帯同

キャディーについては、必要な備品（雨具、タオル、傘、バッグカバーなど）は、各競技の開催コースから借用せず
に、帯同する選手の責任において準備しなければならない。

17. キャディーは、JLPGAトーナメント会場ごとに定められた利用禁止エリアを把握し、トーナメント事業部の特別の
許可なしに選手ロッカーなどの利用禁止エリアに立ち入ることはできない。ただし、キャディーがJLPGA会員であ

る場合は、この限りではない。
18. キャディーは、主催者が許可した場合を除き、前夜祭及びプロアマ競技表彰式に出席することはできない。
19. キャディーは、キャディーウェアを着用したままで、選手食堂を利用することはできない。主催者は、キャディーが選

手食堂に入室することを禁止することができる。
20. キャディーは、自己の荷物を、各自らの責任において管理しなければならない。荷物置場として指定された場所が

ある場合は、その指示に従わなければならない。
21. コースチェックを希望するキャディーは、プロアマ競技中を除き、歩測などのコースチェックをすることができる。

ただし、本戦の第1日目の前日において競技委員会が翌日のホールロケーションを確認する作業を開始した後は、当
該競技が終了するまでの間、コースチェックのためにパッティンググリーンには立ち入ることはできない。

22. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該競技の指定練習日初
日以降、当該競技が終了するまでの間、当該競技の開催コース及び指定練習場でプレー及び練習をしてはならな
い。ただし、当該競技の出場選手のキャディーとして登録される以前のプレーについては、この限りではない。

23. JLPGAトーナメントの競技の本戦出場選手が、当該JLPGAトーナメントの主催者推薦選手選考会及び当該
JLPGAトーナメントの競技のキャディーをすることはできない。ただし、主催者推薦選手選考会のキャディーが、現
地ウェイティングシステムにより本戦出場選手となった場合は除く。

24. 主催者推薦選手選考会に出場し、当該競技の出場資格を得ることができなかった者は、当該主催者推薦選手選
考会を開催した当該競技のキャディーをすることができるものとする。

25. JLPGAトーナメントの各競技の出場選手のキャディーとして登録されたキャディーは、当該JLPGAトーナメントの
プロアマ競技に、プレーヤーとして出場することはできない。

26. キャディ―は優勝者を祝福する際に、飲料水等を含む液体を浴びせてはならない。

第1条（目的）
本規定は、JLPGAトーナメントに関する罰則について定めることを目的とする。

第2条（対象者）
本規定は、次に掲げる者（以下「選手等」と総称する。）に適用する。

① 選手（JLPGAトーナメントに出場する者をいう。）
② 帯同キャディー
③ コーチ
④ トレーナー
⑤ マネージャー
⑥ プロサービス
⑦ その他選手の関係者

第3条（罰則の種類）
JLPGAは、次条に定める違反行為をした者（以下「違反者」という。）に対して、その内容及び情状に応じて、次の各号
の罰則を科し、又は併科することができる。

① 注意
 口頭もしくは書面による注意を行う。
② けん責
 始末書を提出させる。　
③ 罰金
 一定の金額をプレーヤーズ委員会口座（チャリティ特定資産）へ納付させる。
④ 出場停止又は職務停止
 一定期間のJLPGAトーナメントへの出場を禁止し又はJLPGAにおける職務を停止する。　
⑤ 除名

第4条（違反行為）
前条の違反行為とは、選手などが行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

① JLPGAトーナメント規約、JLPGAツアー規定及びその他JLPGAトーナメント規約に付随する諸規定に違反すること。
② JLPGAが指定するイベント、セミナー等の出席義務に違反すること。　

第5条（罰則の決定方法）
トーナメント事業部は、違反者に対し、弁明の機会を与えた上で、罰則を科すことができる。

第6条（罰則の基準）
違反者に対する罰則の基準は、【別紙】「罰則基準」の通りとし、各違反回数は当該年度を通しての合計数とする。ただ
し、規定の違反回数を超えた場合又は個別の事案の内容によっては、【別紙】「罰則基準」に掲げる罰則以外を科すこ
とができるものとする。

第7条（改正）
本規定は、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速
やかに理事会に報告する。

第8条（施行）
本規定は、2026年1月1日から施行する。

【別紙】「罰則基準」

違反者に対する罰則の基準は、次の通りとする。ただし、個別の事案の内容によっては、本罰則基準に掲げる罰則以外を
科すことができるものとする。なお、本罰則基準に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るもの
であり、これらについては本罰則基準に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。

1. JLPGAトーナメント規約第9条、第10条及び練習規則・選手の心得に違反する行為
① 注意
② 5万円以上の罰金
③ 一定期間の出場停止

2. 前夜祭の遅刻（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：注意
② 2回目：1万円の罰金
③ 3回目：3万円の罰金
④ 4回目：5万円の罰金

3. 前夜祭の欠席（JLPGAツアー規定第38条第4項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第28条第4項）
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金

4. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場可の場合
① 1回目：3万円の罰金
② 2回目：5万円の罰金
③ 3回目：7万円の罰金
④ 4回目：10万円の罰金
⑤ 5回目：本戦出場不可

5. プロアマ出場選手の遅刻（JLPGAツアー規定第36条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第25条第6項）
※プロアマ競技出場不可の場合（ただしステップ・アップ・ツアー後プロアマを除く）
① プロアマ競技欠場者として扱い、その処遇はJLPGAツアー規定第36条第2項及びステップ規定第25条第2項 
 の定めに従うものとする。

6. ステップ・アップ・ツアーの後プロアマにおけるプロアマ出場選手の欠場及び遅刻（JLPGAステップ・アップ・ツアー
規定第27条第8項）※プロアマ競技出場不可の場合
① 100万円以下の罰金

7. プロアマ競技の待機選手の遅刻（JLPGAツアー規定第37条第7項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第26
条第7項）※練習は不可
① 1回目：注意
② 2回目：3万円の罰金
③ 3回目：5万円の罰金
④ 4回目：7万円の罰金
⑤ 5回目：10万円の罰金

8. プロアマ競技の待機選手の交替拒否又は待機拒否（JLPGAツアー規定第37条第13項及びJLPGAステップ・アッ
プ・ツアー規定第26条第11項）※やむを得ない事情でない場合
① 1回目：5万円の罰金
② 2回目：10万円の罰金
③ 3回目：20万円の罰金

9. 表彰式、フェアウェルパーティーに出席を要請された選手の欠席
① 5万円の罰金
② 複数回：500万円以下の罰金又は一定期間の出場停止

10. ステップ・アップ・ツアーの表彰式に欠席　※表彰式列席者以外の場合
① 1万円の罰金

11. エントリー完了後の出場義務違反
① JLPGAに連絡をした上で、JLPGAツアー規定第22条、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第18条及びJLPGA

レジェンズツアー規定第18条に定める所定の手続きをしなかった場合：100万円以下の罰金

② JLPGAに連絡をした上で、他競技・イベント等に出場して、エントリー完了後の出場義務違反をした場合（二重
エントリー）：300万円以下の罰金

③ JLPGAに連絡をせずに、エントリー完了後の出場義務違反をした場合：500万円以下の罰金
12. 単年シード選手の前年度欠場競技の出場義務違反（JLPGAツアー規定第24条）

 ① 100万円の罰金
13. JLPGAツアーの競技優勝者の、翌年度出場義務違反（JLPGAツアー規定第25条）
 ① 100万円の罰金
14.海外競技出場届け出の違反（JLPGAツアー規定第28条第4項）

 ① 1～2回目：注意
 ② 3回目：1万円の罰金
 ③ 4回目：3万円の罰金
 ④ 5回目：5万円の罰金

15. シード選手の海外競技各年度2競技制限の違反（JLPGAツアー規定第28条第2項第3号）
 ① 100万円の罰金

16. コンテスタントバッジ等の貸出し同意事項の違反及びファミリーバッジの使用に関する違反（JLPGAツアー規定第
31条第5項、JLPGAステップ・アップ・ツアー規定第20条第6項及び選手の心得第8項）
 ① 注意
 ② 5万円以上の罰金
 ③ バッジの使用停止

17. 現地ウェイティングシステムによる出場資格獲得者がJLPGAに連絡せずに出場義務違反（JLPGAツアー規定第32
条第6項及びJLPGAステップ・アップ・ツアー規定第21条第4項
 ① 1回目：5万円の罰金
 ② 2回目：10万円の罰金
 ③ 3回目：一定期間の出場停止

18. 帯同キャディーのキャディー規則の違反
① 帯同した選手への注意
② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ 帯同キャディーへの注意
④ 帯同キャディーへの罰金（100万円以下）
⑤ 帯同キャディーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

19. コーチのJLPGAコーチ規定の違反
 ① 帯同した選手への注意
 ② 帯同した選手への罰金（100万円以下）
③ コーチへの注意
④ コーチへの罰金（100万円以下）
⑤ コーチの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

20. トレーナーのJLPGAトレーナー規定の違反
 ① 選手への注意
 ② 選手への罰金（100万円以下）
 ③ トレーナーへの注意
④ トレーナーへの罰金（100万円以下）
⑤ トレーナーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

21. マネージャーのJLPGAマネージャー規定の違反
 ① 契約選手への注意
 ② 契約選手への罰金（100万円以下）
 ③ マネージャーへの注意
④ マネージャーへの罰金（100万円以下）
⑤ マネージャーの職務停止又は登録取り消し（10年以下）

22. 選手セミナー及び選手ミーティングに関する違反
 ① 遅刻（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：1万円の罰金
 ② 欠席（トーナメント事業部が承認した場合を除く）：3万円の罰金

■ 選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項

JLPGAトーナメント罰則規定にかかわらず、選手の心得第17項及び帯同キャディー規則第15項に違反した者（以下「違反
者」という。）は、以下に従い、罰則が科せられるものとする。

1.  JLPGAは違反者があると認めるときは、当該違反者に対し、違反通告書（違反行為となるべき事実の要旨を記載
した書面をいう。）を交付し、以下の累積違反罰の表に従い、違反回数に応じて、反省文の提出又は罰金の支払い
を通告するものとする。

2.  前項の通告を受けた者は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、前項の違反通告書で通告され
た反省文の提出又は罰金の納付をすることができる。

3.  前項の規定により反省文を提出又は罰金を納付した者は、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナ
メント罰則規定に基づく罰則を科されないものとする。

4.  第1項の通告を受けた者が第2項で定める期限内に違反通告書で通告された反省文の提出又は罰金の納付をし
ない場合、JLPGAは、当該者に対し、当該通告の理由となった行為について、JLPGAトーナメント罰則規定に従
い、罰則を科すことができる。

5.  JLPGAは、選手が選手の心得第17項に違反をした場合、選手のみに対して第1項の通告をし、帯同キャディーが帯
同キャディー規則第15項に違反をした場合、帯同キャディーのみに対して第1項の通告をするものとする。

■ 累積違反罰

※1： 違反回数は、同一シーズンにおいて違反通告書を受けた回数を累積し、シーズン終了時に違反回数はリセット
　され、翌シーズンに引き継がれない。また、JLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアー及びJLPGAツアーに
　おけるそれぞれの違反回数を合算する。

※2： 「反省文」とは、違反通告書に記載された事実に関する経緯、理由、及び今後の対応を記載した書面をいう。


